
第

２

章

産
む

産
む
／
産
ま
な
い
選
択
が
行
わ
れ
る
制
度
的
イ
ン
フ
ラ
の
日
仏
比
較

岩

本

美

砂

子

軍
…

算
計

は
じ
め
に

「
フ
ラ
ン
ス
な
ら
産
め
る
」
と
い
う
本
が
流
行
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
産
め
る
訳
が
な
い
、
産
み
た
い
の
に
産
め

な
い
、
産
ん
だ
ら
こ
ん
な
は
ず
で
な
か
っ
た
、
三
度
と
産
み
た
く
な
い
と
、
お
よ
そ

「に
こ
や
か
」
と
は
言
い
難
い
事

態
が
少
子
化
と
並
存
し
て
お
り
、
そ
れ
と
の
対
比
で
語
ら
れ
る
。
本
章
は
、
生
身
の
身
体
の

「産
む
／
産
ま
な
い
」
に

関
わ
る
政
策
を
比
較
す
る
。
日
仏
比
較
で
よ
く
扱
う
、
非
嫡
出
子
の
地
位
や
、
政
府
か
ら
の
経
済
的
支
援
や
託
児

・
育

児
支
援
は
、
触
れ
な
い
。
他
方
養
子
制
度
は
、
中
絶
に
厳
し
い
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
そ
の
代
案
と
し
て
提
起
さ
れ
て

き
た
。
日
本
で
も
、
合
法
的
に
中
絶
で
き
る
時
期

（現
行
の
厚
生
省
の
通
達
で
、
二
一
週
と
六
日
ま
で
）
を
過
ぎ
、
妊
婦

や
そ
の
親

（祖
父
母
）
が
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
迫
ら
れ
る
選
択
だ
。
こ
の
知
識
を
欠
け
ば
、
妊
婦
は
思
い
詰
め
か
ね

蛸 の発見●生 きる間で育まれる生 |



な
い
。
こ
の
章
で
は
養
子
制
度
に
も
触
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
ビ
ル
な
ど
の
避
妊
、
人
工
妊
娠
中
絶

（以
下
、
中
絶
）、
出
産
方
法
、
授
乳
、
産
後
の
会
陰
の
訓
練
、

出
生
前
診
断
、
養
子
と
養
育
費
の
取
り
立
て
を
扱
う
。
生
殖
医
療
は
割
愛
し
た
。
省
庁
の
管
轄
は
、
旧
厚
生
省
薬
事
部

局
、
同
医
療
部
局
、
同
母
子
保
健
部
局

（日
本
の
中
絶
は
一
九
九
六
ま
で
精
神
保
健
部
局
が
担
当
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
社

会
保
険
部
局
と
日
本
で
は
避
妊

・
中
絶

・
生
殖
補
助
医
療
か
ら
消
費
税
を
徴
収
し
て
い
る
の
で
、
国
税
庁
が
関
わ
る
。

特
別
養
子
や
養
育
費
の
別
れ
た
親
か
ら
の
取
り
立
て
は
、
法
務
省
管
轄
で
あ
る
。
出
生
前
診
断
に
お
け
る

「過
失
」
に

つ
い
て
は
、
い
く
っ
か
の
裁
判
所
で
判
決
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
で
の
決
定
に
、
全
て
で
は
な
い
が
、
立
法
や

予
算
が
枠
組
み
を
与
え
て
い
る
。

「望
ま
な
い
妊
娠
を
し
た
く
な
い
」
「妊
娠
し
た
が
産
む

・
産
ま
な
い
を
迷
う
」
と
い
う
際
、
女
性
は
、
自
分
の
健

康
や
胎
児
の
様
子
へ
の
不
安
に
加
え
、
こ
れ
ら

一
連
の
問
題
群
を
思
い
浮
か
べ
て
、
産
む
場
合

・
産
ま
な
い
場
合
の
シ

ミ
ユ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
。
し
か
し
、
男
性
が
作
っ
た
制
度
は
、
縦
割
り
部
局
に
分
か
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
管
轄
の

壁
を
超
え
て
女
性
の
経
験
を
確
認
し
、
日
仏
を
比
較
す
る
。　
〓
早
と
し
て
は
過
大
だ
が
、
コ

連
の
政
策
」
と
い
う
視

角
を
優
先
す
る
。
日
本
の
課
題
も
、
明
ら
か
に
し
た
い
。

避
妊
と
中
絶

仔
牛

ｏ
仔
羊
の
料
理
は
全
部
オ
ス
だ
が
、
日
本
の
常
識
で
は
な
い
。
オ
ス
の
幼
畜
は
、
種
牛

・
種
羊
以
外
、
早
く



食
べ
る
。
馬
な
ど
オ
ス
の
成
畜
は
去
勢
す
る
。
家
畜
の
生
殖
の
管
理
は
、
牧
畜
文
明
の
技
で
あ
る
。
西
欧
で
は
こ
つゝ
し

た
技
術
を
、
ヒ
ト
に
取
り
入
れ
る
べ
き
か
を
問
う
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ヒ
ト
の
生
殖
を
神
の
領
域
に
属
す
る
と
し
た
。

避
妊

。
中
絶
を
禁
止
し
、
自
慰

・
同
性
愛
な
ど
生
殖
目
的
以
外
の
性
行
為
も
禁
止
し
た
。
こ
れ
ら
の
禁
止
は
、
「
そ
う

し
な
い
こ
と
が
自
然
だ
か
ら
」
で
は
な
い
。
「全
て
の
自
然
の
上
に
立
つ
神
の
命
令
だ
か
ら
」
反
し
て
は
な
ら
な
い
と

さ
れ
る
。
妊
娠
は
、
「そ
の
意
図
が
な
く
て
も
性
交
渉
を
し
た
女
性
に
父
な
る
神
が
強
制
す
る
」
の
で
、
ヒ
ト
が
中
絶

し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、　
一
九
〇
〇
年
代
に
な
る
ま
で
軍
部
で
さ
え
馬
を
去
勢
し
な
か
つ
た
。
現
在
で
も
ペ
ツ
ト
の

去
勢

・
不
妊
手
術
に
抵
抗
し
、
「
不
自
然
だ
か
ら
か
わ
い
そ
う
」
と
言
つ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
技
術
が
外
来
で
あ
る

こ
と
も
作
用
し
て
い
る
。
産
ま
れ
た
イ
ヌ
ｏ
ネ
コ
を
捨
て
る
の
に
は
、
余
り
罪
悪
感
が
な
い
。
日
本
で

「中
絶
は
自
然

に
反
す
る
」
と
言
つゝ
時
に
は
、
唯

一
神
の
生
み
出
し
た
自
然
で
な
く
、
「産
む
母
性
」
を
イ
コ
ー
ル
自
然
だ
と
前
提
し

て
い
る
。
中
絶
を
間
引
き
な
ど
の
子
殺
し
と

一
続
き
と
す
る
言
説
に
は
、
子
ど
も
を
生
か
し
た
り
殺
し
た
り
す
る
母
と

ぃ
ぅ
イ
メ
ー
ジ

（鬼
子
母
神
）
が
重
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
を

「神
の
秩
序
に
反
す
る
」
と
は
言
わ
な
い
。
「仏
の
慈

悲
で
悔
い
改
め
る
」
と
言
つゝ
。

一
九
七
〇
年
代
の
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
が
使
っ
た

「産
め
る
社
会
を
、
産
み
た
い
社
会
を
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
、
論

理
的
に
展
開
す
れ
ば
、
女
性
は
子
ど
も
を
産
み
た
い
も
の
で
、
産
め
る
だ
け
た
↑
さ
ん
産
め
る
社
会
こ
そ
あ
る
べ
き
社

会
だ
と
い
う
、
出
産
奨
励
主
義
的
前
提
に
立
つ
と
解
し
う
る
。
母
性
と
は

「偉
大
な
、
産
み
出
す
自
然
」
で
あ
り
、
こ

れ
を
守
り
、
産
ま
せ
な
い
社
会
を
克
服
す
る
べ
き
だ
と
い
つゝ
主
張
と
言
え
る
。
他
方
、
産
ま
せ
る
の
を
神
の
意
志
と
す



る
社
会
で
は
、
こ
れ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
、
産
み
た
く
な
い
こ
と
も
あ
る
人
間
の
女
性
で
あ
る
。
欧
米
社
会
で
は
、
大

き
な
抵
抗
に
対
し
て
女
性
の

「産
ま
な
い
」
と
い
う
意
志
を
貫
く
た
め
に
、
権
利
と
い
う
論
理
を
編
み
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

戦
後
日
本
で
は
、
「避
妊

一
般
は
自
然
に
反
す
る
」
と
は
言
わ
ず
、
「
コ
ン
ド
ー
ム
は
自
然
に
反
す
る
」
と
も
言
わ

な
か
っ
た
が
、
「ビ
ル
は
自
然
に
反
す
る
、
身
体
に
よ
く
な
い
」と
い
ユヽ
百
説
が
多
か
っ
た
。だ
と
し
た
ら
、
「
コ
ン
ド
ー

ム
が
止
め
な
い
で
ピ
ル
が
止
め
る
自
然
」
が
表
象
す
る
も
の
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
準
妊
性
、
つ
ま
り
着
実
な
排

卵
で
あ
り
、
予
測
が
難
し
く
重
い
月
経
で
あ
る
。

予
測
が
難
し
く
重
い
月
経
に
つ
い
て
は
、　
一
九
八
五
年
に
雇
用
機
会
均
等
法
が
法
制
化
さ
れ
る
前
に
、
労
働
基
準

法
の
狭
義
の
母
性
保
護
で
な
い

「女
性
保
護
」
（深
夜
業
・残
業
の
制
限
と
生
理
休
暇
）
削
減
が
問
題
化
し
、
日
本
の
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
は
、　
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
の
「労
働
基
準
法
改
悪
反
対
」
の
議
論
の
な
か
で
、
「生
理
休
暇
を
守
れ
」

「私
の
生
理
は
こ
ん
な
に
重
い
」
と
い
う
言
説
を
交
わ
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
生
理
休
暇
は
日
本
独
自
の
も
の
で

あ
り
、
ビ
ル
が
解
禁
さ
れ
た
り
労
働
条
件
が
整
っ
た
り
す
れ
ば
不
要
に
な
り
得
る
と
か
、
男
性
の
上
司
に
生
理
休
暇
を

申
請
す
る
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
上
望
ま
し
く
な
い
と
い
う
議
論
は
、
「
フ
エ
ミ
ニ
ス
ト
ら
し
か
ら
ぬ
」
と
さ
れ
た
。
戦

後
日
本
の
女
性
労
働
運
動
で
は
、
生
理
休
暇
の
取
得
は

「解
放
」
と
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
前
近
代
の
ム
ラ
社
会
で
、
月

経
中
の
女
性
が
ひ
と
つ
の
小
屋
で
時
間
を
共
有
し
た
こ
と
や
、
最
近
ま
で
初
潮
を
赤
飯
で
広
め
て
い
た
心
性
も
、
関

わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
て
、
重
い
月
経
は
手
妊
性
の
証
と
し
て
祝
福
さ
れ
た
が
、
ピ
ル
は
、
月
経
を
軽
く
し
、
起
き
る
時
期
を
コ



ン
ト
ロ
ー
ル
し
排
卵
を
抑
え
る
の
だ
か
ら
、
「偉
大
な
母
な
る
自
然
」
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
、

ビ
ル
の
解
禁
を
唱
え
た
ほ
ぼ
唯

一
の
団
体
で
あ
る

「■
ビ
鍵
」
は
、
フ
十
二
一
ス
ト
の
中
で
も

「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と

さ
れ
、
ビ
ル
は
、
ま
と
も
な
選
択
肢
と
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
避
妊
用
ピ
ル
は
、
米
国
に
七
年
遅
れ

一
九
六
七
年
に
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
二

一
歳
の

成
人
年
齢
ま
で
親
の
承
諾
が
必
要
で
、
成
人
女
性
も
、
細
々
し
た
規
定
に
よ
リ
ア
ク
セ
ス
困
難
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ

ク
が
色
濃
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
離
婚
の
自
由
の
確
立
は

一
九
七
五
年
と
遅
か
っ
た
。
最
も
切
実
に
ビ
ル
を
必
要
と

す
る
未
婚

・
未
成
年
を
含
め

一
般
の
女
性
に
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
っ
た
の
は
、
ジ
ス
カ
ー
ル
デ
ス
タ
ン
政
権
下
の
一

九
七
四
年
で
あ
る
。
中
絶
が
解
禁
さ
れ
る
の
が
翌
七
五
年
で
、
そ
の
後
も
中
絶
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
容
易
で
な
く
、
ビ
ル

は
、
ま
さ
に
切
実
な
要
求
に
応
え
た
。
ま
た
、
「排
卵
す
る
の
に
人
為
的
に
受
精
さ
せ
な
い
こ
と
」
は
「自
然
に
反
す
る
」

と
考
え
る

一
方
、
排
卵
自
体
の
抑
制
に
は
、
心
理
的
な
壁
が
低
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
定
期
的
に
長
期
に
服
用
す
る

の
で
、
通
常
の
医
師
の
処
方
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、　
一
九
七
六
年
、
医
療
保
険

（全
額
負
担
の
後
、
七
割
払
霊
戻
し
）
が

カ
バ
ー
し
た
。

中
絶
に
つ
い
て
は
、
西
欧
で
は
、
英
国
が
一
九
六
七
年
に
合
法
化
、
米
国
で
は
一
九
七
三
年
に
、
州
の
刑
法
に
お
け

る
堕
胎
罪
は
憲
法
違
反
と
す
る
連
邦
最
高
裁
判
決
が
出
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、　
一
九
七
一
年
の
中
絶
経
験
を
告
白
し
た

三
四
二
人
の
女
性
の
声
明
や
、
ボ
ビ
ニ
裁
判
支
援
な
ど
女
性
運
動
が
盛
り
上
が
り
、　
一
九
七
五
年
、
ジ
ス
カ
ー
ル
デ
ス

タ
ン
政
権
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ベ
ィ
ュ
厚
生
大
臣
が
五
年
の
時
限
立
法
で
合
法
化
し
た
。
中
絶
は
、
二
名
の
医
師
が
、
精
榊

的
な
健
康
を
含
む
母
体
の
健
康
上
の
重
大
な
問
題
ま
た
は
、
胎
児
の
不
治
と
認
め
ら
れ
る
著
し
い
重
患
を
認
め
た
場
合
、
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期
間
は
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
。
妊
婦
の
困
窮
を
理
由
と
す
る
時
は
、
期
間
は
妊
娠

一
〇
週
ま
で

（日
本
を
含
む
通
例

の
カ
ウ
ン
ト
で
一
二
週
）
で
あ
る
。
妊
婦
は
、　
一
度
中
絶
を
求
め
た
後
「
中
絶
の
リ
ス
ク
や
出
産
す
れ
ば
受
け
ら
れ
る

サ
ー
ビ
ス

（養
子
も
含
む
）
の
情
報
を
受
け
、　
一
週
間
後
に
再
請
求
す
る
と
中
絶
が
認
め
ら
れ
る
。
未
婚
で
未
成
年
の

場
合
、
親
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る

（上
村

口
認
∞∪
。

な
お
、
医
師
に
は
中
絶
を
し
な
い

「良
心
の
権
利
」
が
認
め
ら
れ
、
ベ
イ
ユ
法
以
後
も
実
際
に
手
術
を
受
け
る
の

は
容
易
で
な
か
っ
た
。
合
法
中
絶
期
間
が
過
ぎ
る
と
、
こ
の
期
間
が
長
い
外
国
に
行
く
か
、
国
内
で
違
法
中
絶
を
受
け

る
か
出
産
す
る
か
と
い
う
選
択
肢
し
か
な
く
な
る
。
合
法
中
絶
期
間
が
短
い
の
で
、　
一
〇
週

（の
ち
に
〓
一週
）
を
経

た
中
絶
を
全
面
禁
止
す
る
の
で
は
な
い
い
わ
ば
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
胎
児
条
項
が
機
能
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
胎
児

条
項
の
削
除
は
女
性
の
選
択
を
狭
く
す
る
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
強
く
反
対
す
る
。

ベ
イ
ユ
法
は
、　
一
九
七
九
年
、
条
件
の
緩
和
を
伴
わ
ず
に
恒
久
法
と
な
っ
た
。

一
九
八

一
年
に
ミ
ッ
テ
ラ
ン
社
会
党

政
権
が
成
立
し
、
翌
八
二
年
、
イ
ベ
ッ
ト

ｏ
ル
ー
デ
ィ
女
性
省
大
臣
が
、
中
絶
へ
の
国
費
か
ら
の
、
医
療
保
険
と
同
率

の
払
い
一戻
し
を
導
入
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ボ
ビ
ニ
裁
判
で
も
、
堕
胎
罪
は
裕
福
な
女
性
を
罰
し
な
い
（カ
ネ
の
力
で
、

ヤ
ミ
で
も
腕
の
い
い
医
師
を
一辱
え
る
）
が
、
貧
し
い
階
級
の
女
性
に
、
子
だ
く
さ
ん
か
違
法
中
絶
か
望
ま
な
い
出
産
ψ
を

追
る
、
不
公
平
な
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
、
望
ま
な
い
妊
娠
を
し
た
の
に
財
力
が
な
い
か
ら
中
絶
で
き
な

い
の
で
は
、
「権
利
」
と
し
て
不
十
分
だ
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
公
立
病
院
で
中
絶
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

制
度
を
改
正
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
、
妊
娠

一
二
週

（日
本
流
で
一
四
週
）
ま
で
に
、
合
法
中
絶
期
間
を
延
長
し
た
。

「飲
む
中
絶
薬
」
Ｒ
Ｕ
‐
４
８
６

（ミ
フ
ェ
プ
リ
ス
ト
ン
）
は
フ
ラ
ン
ス
で
開
発
さ
れ
、　
一
九
八
八
年
か
ら

一
二
週
ま



で
の
中
絶
に
導
入
さ
れ
た

（日
本
は
未
承
認
。
厚
生
労
働
省
は
個
人
輸
入
に
警
告
を
出
し
、
用
い
に
く
く
さ
せ
て
い
る
―
「
個

人
輸
入
で
事
故
が
あ
っ
た
場
合
、
国
内
の
手
続
き
を
か
な
り
省
い
て
急
邊
輸
入
し
た
バ
イ
ア
グ
ラ
と
は
、
判
断
が
異
な
る
）。
初

期
中
絶
で
は
、
日
本
の
よ
う
な
掻
爬
で
な
く
、
他
国
と
同
様
真
空
吸
引
法
だ
っ
た
が
、
医
師
の
抵
抗
感
が
強
か
っ
た
。

こ
の
薬
で
、
医
師
は
葛
藤
を
あ
る
程
度
回
避
で
き
る
。
服
用
し
た
妊
婦
は
自
宅
で
、
子
宮
内
容
物
の
脱
落
を
経
験
す
る
。

約

一
割
は
薬
だ
け
で
は
う
ま
く
流
産
し
な
い
の
で
、
事
後
の
確
認
が
不
可
欠
で
、
も
し
不
完
全
な
ら
真
空
吸
引
を
受
け

ＺＯ
。避

妊
の
な
い
性
交
渉
の
後
、
七
二
時
間
以
内
に
服
用
す
れ
ば
、
か
な
り
妊
娠
を
防
ぐ
緊
急
避
妊
用
の
モ
ー
ニ
ン
グ
・

ア
フ
タ
ー
ビ
ル
（商
品
名
ノ
ル
レ
ボ
）
も
、
早
く
承
認
さ
れ
た

（日
本
は
未
承
認
。
必
要
な
ら
同
様
の
作
用
を
持
つ
高
用
量

ピ
ル
が
処
方
さ
れ
る
）。　
一
九
九
九
年
、
世
界
に
先
駆
け
て
薬
局
で
処
方
箋
な
し
に
販
売
す
る
通
達
を
、
ジ
ョ
ス
バ
ン
社

会
党
政
権
の
セ
ゴ
レ
ー
ヌ
・
ロ
ヮ
ィ
ャ
ル
厚
生
大
臣
が
出
し
た
。
年
間
「
約

一
万
人
が
利
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
二

〇
〇
〇
年
、
中
高
校
で
い
学
校
看
護
師
に
よ
っ
て
親
の
許
可
な
く
生
徒
に
与
え
ら
れ
る
と
、
彼
女
は
通
達
を
出
し
た
。

後
述
の
匿
名
出
産
の
場
合
に
親
の
許
可
は
い
ら
な
い
か
ら
、
出
産
を
防
ぐ
薬
に
親
の
許
可
は
不
要
と
主
張
し
た
。
そ
の

後
国
務
院
が
、　
一
九
六
七
年
の
ニ
ュ
ー
ィ
ヴ
ィ
ル
ト
法
に
反
す
る
と
後
者
の
通
達
を
無
効
に
し
趣
。
し
か
し
ヽ
そ
れ
を

逆
転
す
る
法
律
が
同
年

一
二
月
に
議
会
で
成
立
し
た
。
な
お
、
モ
ー
ニ
ン
グ

・
ア
フ
タ
ー
ビ
ル
は
通
常
あ
り
え
な
い
大

量
の
エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
と
プ
ロ
グ
ス
テ
ロ
ン
を
飲
む
の
で
、
吐
き
気
な
ど
副
作
用
が
強
く
乱
用
は
余
り
考
え
ら
れ
な
い
。

日
本
で
は
、
離
婚
の
縛
り
は
小
さ
か
っ
た
。　
一
九
四
七
年
に
当
時
は
先
進
的
な
、
破
綻
主
義
に
基
づ
く
灘
婚
制
度
と

な
っ
た
。
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
と
食
糧
難
の
な
か
、　
〓
九
四
八
年
に

（ロ
シ
ア
革
命
後
に
一時
的
に
堕
胎
罪
を
廃
上
し
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た
ソ
連
を
除
く
）
世
界
に
先
駆
け
、
優
生
保
護
法
に
よ
っ
て
中
絶
を
合
法
化
し
た
。
優
生
学
的
理
由
の
ほ
か
社
会
的
適

用
ど
し
て
翌
四
九
年
に
経
済
的
理
由
を
明
記
し
、　
一
九
五
二
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
必
要
だ
っ
た
都
道
府
県
優
生
保
護
審

査
会
に
よ
る
事
前
審
査
を
、
廃
上
し
た
。
同
法
の
中
絶
は
、
医
師

一
人
の
認
定
に
よ
る
。
本
人
お
よ
び
（配
偶
者
が
わ
か
っ

て
い
る
時
は
）
配
偶
者
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
同
意
書
は
、
医
師
の
面
前
で
署
名
す
る
必
要
が
な
く
、
二
名

の
署
名
と
異
な
る
形
の
印
と
が
あ
れ
ば
、
通
る
。
な
お
、
未
成
年
者
の
優
生
手
術

（現
不
妊
手
術
）
に
は
親
の
同
意
が

必
要
だ
が
、
中
絶
に
こ
の
規
定
は
な
い
。

合
法
中
絶
が
、　
一
時
年
間

一
〇
〇
万
件
を
超
え
た
。
ど
の
文
化
圏
で
も
、
ま
た
非
合
法
で
も
、
女
性
の
一
部
は
中

絶
を
試
み
て
き
た
の
で
、
日
本
の
事
例
は
著
し
く
特
異
で
は
な
い
。
他
方
ヽ
優
生
保
護
法
は
産
科
医
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
で
で
き
た
の
で
あ
り
、
広
く
女
性
の
声
を
集
め
て
で
き
た
の
で
は
な
い
。
女
性
た
ち
は
、
制
度
が
受
け
入
れ
た
出
産

の
調
節
法
に
、
必
要
な
ら
お
と
な
し
く
、
ま
た
は
し
ぶ
し
ぶ
従
っ
た
。
宿
っ
た
命
と
考
え
れ
ば
、
後
ろ
め
た
さ
は
ぁ
っ

た
ｏ
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
間
引
き
の
慣
行
と
と
も
に
あ
っ
た
仏
教
や
神
道
は
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
な
い
。
ま
た
中

絶
は
、
「母
性
へ
の
反
乱
」
と
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
ぉ
そ
ら
く

「望
は
な
い
妊
娠
」
が
、
「人
知
を
超
え
る
荒
ぶ
る

母
性
の
な
せ
る
わ
ざ
」
と
意
識
さ
れ
、
荒
々
し
さ
の
平
癒
を
祈
っ
て
、
そ
の
乱
調
を
止
め
る
と
意
識
さ
れ
た
の
管
は
な

い
か
。
優
生
保
護
法
で
、
優
生
学
以
外
の
理
由
の
中
絶
は
、
「母
性
保
護
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
「母
性

の
否
定
」
で
は
な
い
。
「産
み
た
い
分
だ
け
少
な
く
産
む
」
こ
と
が
、
保
護
さ
れ
た
母
性
の
あ
り
方
と
さ
れ
た
。

日
本
の
産
婦
人
科
で
中
絶
を
行
わ
な
い
の
は
、
カ
ト
ッ
リ
ク
の
病
院
な
ど
例
外
的
だ
。
費
用
は
、
保
険
外
の
自
由
診

療
で
あ
る
。
導
入
当
時
、
正
常
分
娩
は
助
産
師
が
扱
っ
て
お
り
、
「病
院
で
出
産
す
る
ぜ
い
た
く
は
自
由
診
療
」
と
い

ぶ
盤
鱗
魏
畿
懇
難
灘
瓢
熙
難
蠍
麟
蜘
麟
翻
癬
椰



う
位
置
づ
け
に
も
、
政
策
的
整
合
性
が
あ
つ
た
ｏ
し
か
し
、　
一
九
六
〇
年
代
に
病
院
出
産
が
主
流
に
な
り
、
見
直
す
可

能
性
が
あ
つ
た
。　
一
九
六
五
年
、
自
民
党

・
社
会
党

・
民
社
党
の
女
性
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
議
員
提
案
を
行
っ
た
母
子
保

健
法
制
定
過
程
で
正
常
分
娩
へ
の
保
険
適
肝
が
ア
ジ
エ
ン
ダ
と
な
っ
た
が
、
自
民
党
が
反
対
し
、
法
律
に
入
ら
な
か
っ

た
。
中
絶
費
用
に
触
れ
る
者
は
な
か
っ
た

一
九
五
〇
年
代
後
半
、
多
産
が
ま
だ
問
題
だ
っ
た
頃
、
助
産
師
が
、
使
い
捨
て
の
コ
ン
ド
ー
ム
に
よ
る
避
妊
を
粘
り

強
く
普
及
さ
せ
た
。
ま
た
大
企
業
で
は
、
合
理
的
な
生
活
を
推
進
し
た

「新
生
活
運
動
」
の
一
環
で
、
家
族
計
画
指
導

を
行
っ
た

（ノ
ー
グ
レ
ン

冒
８
∞∪
。　
一
九
三
〇
年
代
の
ペ
ツ
サ
リ
ー
に
よ
る
避
妊
か
ら
、　
一
九
四
〇
年
代
前
半
の

「産

め
よ
殖
や
せ
よ
」
の
断
絶
を
へ
て
、
「避
妊
と
言
え
ば
コ
ン
ギ
ー
ム
」
の
時
代
が
訪
れ
た
。
「避
妊
と
言
え
ば
コ
ン
ド
ー

ム
」
が
定
着
し
た
の
は
、
「自
然
」
で
は
な
く
、
布
オ
ム
ツ
の
干
搭
れ
た
家
を
訪
ね
回
っ
た
助
産
師
の
人
為
的
努
力
の

成
果
で
あ
る
。
な
お
、
若
手
労
働
力
不
足
が
意
識
さ
れ
る
と
、
こ
の
動
き
は
弱
ま
っ
た
。

婚
前
交
渉
が
タ
ブ
ー
の
時
代
に
は
結
婚
し
た
カ
ッ
プ
ル
に
限
つ
て
コ
ン
ド
ー
ム
を
勧
め
る
と
い
う
方
法
も
有
効
だ
っ

た
で
あ
ろ
つゝ
。
そ
れ
は
、
ビ
ル
よ
り
確
実
性
は
低
く
て
も
、
失
敗
し
た
時
に
合
法
中
絶
が
あ
り
、
大
き
な
不
都
合
は
な

か
っ
た
だ
ろ
つゝ
。
し
か
し
一
九
六
〇
年
代
以
降
も
、
外
国
で
承
認
さ
れ
た
ビ
ル
の
よ
う
な
避
妊
手
段
へ
の
ア
ク
セ
ス
が

人
為
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ン」ゝ
つ
し
た
状
況
下
で
望
ま
な
い
妊
娠
や
中
絶
を
半
ば
強
い
ら
れ
た
事
態
は
、
処
罰
は
な

く
て
も
、
女
性
は

「自
分
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
」
と
意
識
し
に
く
か
つ
た
。
そ
し
て
コ
ン
ド
ー
ム
は
、
男
性
に
、
避

妊
す
る
／
し
な
い
の
決
定
権
を
ゆ
だ
ね
る
も
の
な
の
だ
。

実
は
高
用
量
ピ
ル
は
、
日
本
で
も
、　
一
九
五
九
年
に

「月
経
困
難
等
医
療
」
用
に
承
認
さ
れ
た
。
米
国
で
も
、
ま
ず
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治
療
目
的
で
承
認
さ
れ
、
避
妊
に
流
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
避
妊
目
的
で
審
査
さ
れ
、　
一
九
六
０
年
に
避
妊
用
で
承
認
さ

れ
た
。
日
本
で
も
避
妊
目
的
で
の
承
認
が
進
み
か
け
た
が
、　
一
九
六
五
年
の
新
薬
承
認
に
関
わ
る
中
央
薬
事
審
議
会
（議

事
録
非
公
開
）
で
、
理
由
不
明
で
承
認
が
見
送
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
避
妊
目
的
で
の
脱
法
的
な
服
用
は
広
が
っ
た
が
、

一
九
七
二
年
、
厚
生
省
は
高
用
量
ピ
ル
を
要
処
方
薬
に
指
定
し
、
薬
局
の
棚
か
ら
リ
コ
ー
ル
し
た
。

一
九
七
三
年
、
現
在
の
ホ
ル
モ
ン
量
が
低
く
、
そ
れ
ゆ
え
重
篤
な
副
作
用
の
血
栓
症
も
、
軽
い
副
作
用
の
吐
き
気

や
頭
痛
な
ど
も
少
な
い
ヽ
避
妊
の
み
が
目
的
の
低
用
量
ピ
ル
が
開
発
さ
れ
た
。
先
進
諸
国
で
は
、
低
用
量
ピ
ル
が
数
年

の
う
ち
に
席
捲
し
た
。
し
か
し
日
本
は
、　
一
九
九
九
年
ま
で
低
用
量
ピ
ル
を
承
認
し
な
か
っ
た
。
避
妊
用
に
ビ
ル
を
飲

み
た
い
女
性
は
、
政
治
的
な

「非
決
定
」
に
よ
っ
て
、
不
必
要
に
量
の
多
い
ホ
ル
モ
ン
剤
を
飲
ま
さ
れ
続
け
た
。
目
的

外
の
服
用
で
、
害
が
あ
れ
ば
自
己
責
任
ど
さ
れ
、　
一
般
女
性
は
ピ
ル
を
敬
遠
し
た
。

一
九
八
五
年
ま
で
、
日
本
母
性
保
護
協
会

（現

日
本
産
婦
人
科
医
会
）
は
、
低
用
量
ピ
ル
承
認
に
消
極
的
だ
っ
た
。

し
か
し
少
子
化
は
、
妊
娠
の
減
少
を
伴
っ
た
。
産
科
医
は
経
済
的
問
題
に
直
面
し
、
ょ
う
ゃ
く
、
妊
娠
し
て
な
い
女
性

を
産
婦
人
科
に
通
わ
せ
る
低
用
量
ピ
ル
に
注
目
し
た
。　
一
九
八
六
年
、
厚
生
省
も
承
認
向
け
手
続
き
を
開
始
し
、
約
五

〇
〇
〇
人
の
女
性
が
低
用
量
ビ
ル
を
飲
み
、　
一
九
九
〇
年
に
治
験
が
終
了
し
、
問
題
な
い
と
さ
れ
た
。
け
れ

‐
ど
、　
一
九

九
二
年
の
中
央
薬
事
審
議
会
以
降
、
何
度
も
理
由
不
詳
で
承
認
が
見
送
ら
れ
た
。　
一
九
九
九
年
に
な
っ
て
、
男
性
用
勃

起
不
全
治
療
薬
バ
イ
ァ
グ
ラ
が
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
承
認
さ
れ
、
低
用
量
ピ
ル
の
長
年
の
棚
ざ
ら
し
が
男
女
の
性
に
つ

い
て

「政
府
の
性
の
二
重
基
準
」
に
よ
る
と
批
判
さ
れ
て
初
め
て
、
急
返
承
認
さ
れ
た
。

し
か
し
、
低
用
量
ピ
ル
は
、
医
師
の
処
方
が
必
要
な
上
に
保
険
適
用
外
で
、
現
在
で
も
二
八
日
分
が
二
五
〇
〇
―
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三
〇
〇
〇
円
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
二
〇
〇
二
年
に
パ
リ
の
薬
局
で
処
方
箋
な
し
で
ビ
ル
を
求
め
た
が
、
同
額

で
三
カ
月
分
購
入
で
き
た
。
正
規
の
手
続
き
な
ら
、
払
い
戻
し
で
負
担
は
さ
ら
に
三
割
に
減
る
。
日
本
の
正
規
価
格
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
一
〇
倍
で
あ
る
。
他
方
、
承
認
時
に
未
成
年
へ
の
処
方
は
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
「構
わ
な
い
」
か

ら
で
な
く
、
「未
婚
女
性
の
性
」
が
、
ま
だ
政
策
決
定
過
程
で
は
正
統
な
ア
ジ
ェ
ン
ダ
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。

さ
ら
に
、
「身
体
に
よ
く
な
い
」
「自
然
で
な
い
」
と
い
う
言
説
が
大
量
に
出
回
っ
て
き
た
。　
一
般
の

「副
作
用
が
こ

わ
い
」
と
い
２ヽ
百
説
は
、
根
拠
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
、
針
小
棒
大
で
あ
る
。
こ
れ
を
打
破
す
る
性
教
育
が
、
日
本
で
は
行

わ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
〇
二
年
に
文
部
科
学
省
が
配
布
し
た
性
教
育
の
小
冊
子

『ラ
ブ
＆
ボ
デ
イ
”
〇
〇
【
』
が
、
ピ

ル
で
の
避
妊
を
進
め
て
い
る
と
バ
ッ
シ
ン
グ
さ
れ
、
回
収
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
表
だ
つ
て
ピ
ル
の
知
識
を
広
め
る

試
み
は
な
い
。
つ
ま
り
、　
〓
疋
の
財
力
と
、
普
通
は
得
に
く
い
知
識
を
持
つ
女
性
の
み
が
、
低
用
量
ピ
ル
を
服
用
で
き

る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
正
面
か
ら
否
定
さ
れ
た
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
イ
ブ

・
ラ
イ
ツ
の
女
性
問
格
差
が
存
在
し
て
い
る
。
日

本
で
は
中
絶
も
保
険
が
き
か
ず
、
こ
こ
に
も
格
差
が
あ
る
。
低
年
齢
や
低
所
得
の
女
性
が
直
面
す
る
望
ま
な
い
妊
娠
と

い
う
問
題
は
、
解
決
す
べ
き
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た
。

私
が
、
ピ
ル
承
認
後
男
子
学
生
と
授
業
外
で
避
妊
に
つ
い
て
話
し
た
際
、
ま
じ
め
な
学
生
ほ
ど

「女
性
に
ビ
ル
を
飲

ま
せ
た
く
な
い
」
と
語
つ
た
ｏ
金
銭
問
題
と
は
別
に
、
女
性
の
身
体
に
負
担
が
大
き
い
と
強
く
意
識
さ
れ
る

一
方
、
他

の
避
妊
方
法
で
は
か
な
り
妊
娠
す
る
率
が
高
い
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
男
性
が
誠
実
で
も
、
予
期
し
な
い
・
望
ま

な
い
妊
娠
は
、
女
性
に
は
心
理
的
負
担
が
大
き
い
。
避
妊
の
失
敗
率
を
視
野
に
入
れ
て
、
個
々
の
カ
ッ
プ
ル
や
女
性
が

決
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
支
援
が
、
不
可
欠
で
あ
ろ
つヽ
。



な
お
、
低
用
量
ピ
ル
を
日
本
で
販
売
す
る
製
薬
会
社
五
社
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る

「
Ｏ
Ｃ
情
報
セ
ン
タ
ー
」
（低
用

量
ビ
ル
に
関
す
る
広
報
機
関
）
に
よ
れ
ば
、
ピ
ル
の
服
用
者
は
二
〇
〇

一
年
の
二
〇

・
○
万
人
か
ら
、
二
〇
〇
九
年
に
は

六
五

・
七
万
人
に
増
え
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ

一
出

産

フ
ラ
ン
ス
で
は
、　
一
九
九
八
年
に
五
八
％
、
二
〇
〇
三
年
に
六
三
％
の
出
産
が
硬
膜
外
麻
酔
で
、
パ
リ
で
は
九
割

に
上
る
と
言
つヽ
。麻
酔
に
よ
る
無
痛
分
娩
や
、
妊
娠
中
・産
後
の
検
診
を
含
め
、
国
が
費
用
を

一
〇
割
払
い
戻
し
て
い
る
。

日
本
で
は
、
麻
酔
分
娩
は
稀
だ
。
出
産
の
痛
み
に
は
、
過
剰
な
意
味
付
与
が
行
わ
れ
て
い
る

（天
野

［８
ｏ
〓
、
田

辺

（西
野
）
［８
８
∪
。
無
痛
分
娩
が

「子
ど
も
に
よ
く
な
い
」
と
い
う
言
説
は
、
全
身
麻
酔
の
時
期
の
出
生
時
に
泣
さ

声
を
上
げ
な
い
ス
リ
ー
ビ
ン
グ
ベ
ビ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
硬
膜
外
麻
酔

（部
分
麻
酔
）
が
主
流
に
な
っ
て
も
続
い
て
い
る
。

「ピ
ル
の
副
作
用
」
に
つ
い
て
の
過
大
な
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
、
コ
偉
大
な
産
む
母
性
』
に
対
す
る
人
為
的
介
入
は
不
安
」

と
い
う
基
底
の
意
識
が
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

加
え
て
、
日
本
で
麻
酔
出
産
が
普
及
し
な
い
の
に
は
、
麻
酔
医
不
足
と
産
科
病
院
の
集
約
不
足
之
い
う
構
造
的
な

背
景
が
あ
る
。
ま
た
、
保
険
を
適
用
し
な
い
方
針
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
正
常
分
娩

・
避
妊

・
生
殖
補
助
医
療

・
医

療
目
的
外
の
中
絶
に
保
険
が
効
か
な
い
が
、
帝
王
切
開
な
ど
、
「異
常
分
娩
」
は
給
付
さ
れ
る
。
正
常
分
娩
も
異
常
分

娩
も
、
別
に
出
産
手
当
が
出
る
。
麻
酔
分
は
、
医
療
目
的
以
外
給
付
さ
れ
ず
、
正
常
分
娩
費
用
の
四
〇
万
円
程
度

（手



当
は
、
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
一
定
額
）
に
、
産
院
に
よ
つ
て
二
―

一
〇
万
円
が
付
加
さ
れ
る
。
韓
国
で
無
痛
分
娩
に
保
険

を
適
用
す
る
の
だ
か
ら
、
日
本
の
あ
り
よ
う
は
、
政
策
的
な
不
作
為
と
も
一一言
え
よ
う
。

酒
井
順
子
は
、
二
〇
〇
三
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

『負
け
大
の
遠
吠
え
』
の
三
年
前
の

『少
子
』
（酒
井

冒
ｏ８
∪

冒

頭
で
、
産
ま
な
い
理
由
と
し
て
、
出
産
の
痛
み
へ
の
恐
怖
を
あ
げ
た
。
実
際
に
出
産
を
控
え
て
い
る
女
性
た
ち
は
、
自

然
分
娩
が
よ
い
と
い
つヽ
他
、
無
痛
分
娩
の
是
非
や
、
ど
こ
の
病
院
で
無
痛
分
娩
を
扱
う
か
と
か
、
料
金
に
つ
い
て
情
報

を
交
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
策
的
に
麻
酔
分
娩
を
援
助
す
る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
見
か
け
な
向
。
海
外
で
の
お

産
や
、
母
体
の
回
復
が
早
い
と
い
う
無
痛
分
娩
の
メ
リ
ッ
ト
の
情
報
は
、
増
え
つ
つ
あ
る
。
状
況
は
変
わ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
「ビ
ル
の
是
非
」
か
ら

「ビ
ル
不
承
認
の
是
非
」
に
議
論
が
移
る
の
に
二
〇
年
か
か
っ
た
の
で
、
即
時
で
は

な
い
だ
ろ
つゝ
。
ま
た
、
麻
酔
医
不
足
は
、
医
師
免
許
取
得
者
が
自
由
に
診
療
科
目
を
選
べ
る
現
状
で
は
、
た
だ
ち
に
は

解
決
で
き
な
い
。

日
本
で
は
、
米
国
経
由
の
ラ
マ
ー
ズ
法
が
流
行
っ
た
が
、
今
日
で
は
ソ
フ

・ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
ラ
マ
ー
ズ
法
は
ソ
連
で

始
ま
リ
フ
ラ
ン
ス
で
体
系
化
さ
れ
、
ソ
フ
ロ
ジ
ー
も
フ
ラ
ン
ス
発
で
あ
る
。
無
痛
分
娩
の
多
い
フ
ラ
ン
ス
で
、
オ
ル
タ

ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
提
案
さ
れ
た
自
然
分
娩
の
改
善
法
が
、
「お
産
は
痛
い
の
が
当
た
り
前
」、
「お
な
か
を
痛
め
な
い
と

母
性
愛
が
わ
か
な
い
」
と
い
２ヽ
で
え
の
強
い
日
本
で
、
主
流
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
皮
肉
で
あ
ろ
つヽ
。

Ⅲ

授
乳
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厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

「母
乳
」
で
検
索
す
る
と
、

「乳
幼
児
突
然
死
症
候
群

（Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
対
策
強
化
月
間

（
一
一
月
）

の
実
施
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
「人
工
乳
が
乳
幼
児
突
然
死
症
候

群

（Ｓ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で

き
る
だ
け
母
乳
で
育
て
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
文
章
が

ヒ
ッ
ト
す
る
。
こ
の
文
章
は

「が
、」
の
前
後
に
論
理
的
繋
が
り

が
な
く
、
母
乳
の
効
用
を
説
く
な
ら
別
の
形
で
行
う
べ
き
だ
。
こ

れ
と
別
に
、
同
省
に
よ
る
一
〇
年
お
き
の
『乳
幼
児
栄
養
調
査
含
一

〇
〇
五
年
と

で
は
、
授
乳
期
の
栄
養
方
法
は
、　
一
〇
年
前
に
比

べ
母
乳
を
与
え
る
割
合

（母
乳
栄
養
と
混
合
栄
養
の
合
計
）
が
増
加

し
、
生
後

一
カ
丹
で
は
約
九
五
％
、
三
カ
月
で
は
約
八
〇
％
。
ま

た
、
母
乳
の
み
を
与
え
る

（母
乳
栄
養
）
割
合
は
、
生
後

一
カ
月

で
約
四
三
％
、
三
カ
月
で
三
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

最
近
、
習
九
全
母
乳
」
の
略
で

コ
死
母
」
と
い
う
言
葉
が
で

き
た

（図
１
）。
日
本
は
、
完
全
母
乳
の
割
合
も
高
く
、
混
合
栄
養

で
も

一
三
カ
月
、
な
い
し
育
児
休
暇
を
保
育
所
の
入
所
に
合
わ
せ
　
　
千

５００

て
切
り
上
げ
る
三
月
末
ま
で
飲
ま
せ
る
こ
と
が
多
い
。
に
も
か
か
　
　
　
３

■ ヒット件数

０００

　

　

５。。

　

　

０００

0

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

図1 「完母Jでのgoogb検索結果

1  饉 2 童  産 ぉ



わ
ら
ず
、
「完
全
母
乳
」
で
な
い
と
母
と
し
て
欠
け
る
と
い
ユヽ
百
説
や
、
「必
ず
出
ま
す
」
と
い
う
客
観
性
の
な
い

「励

ま
し
」
の
言
説
が
あ
ふ
れ
、
人
工
乳
を
肯
定
す
れ
ば
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
、
「母
乳
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
」
が
発
生
し
て

い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
例
え
ば
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ベ
ク
レ
ー
ル
病
院
の
研
究
で
、
出
産
直
後
に
母
乳
を
与
え
る
割
合
が
七

三
％
、
そ
の
う
ち
の
八
九
％
が

一
カ
月
ま
で
授
乳

（
一
カ
月
の
乳
児
の
つ
ち
六
四
％
）、
但
し
、
そ
こ
の
マ
タ
ニ
テ
ィ

・

セ
ン
タ
ー
か
ら
離
れ
た
者
で
は
六
八
％
。
＊
印
の
う
ち

一
カ
月
か
ら
六
カ
月
ま
で
与
え
た
の
は
三
七
％
で
、
全
乳
児
の

な
か
で
は

一
一
％
で
あ
る
。
こ
れ
は
ミ
ル
ク
併
用
し
含
ん
だ
数
字
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
同
様
の
傾
向
と
言
わ
れ
る
。

母
乳
を
与
え
て
も

一
〇
週
の
産
後
休
暇
終
了
ま
で
が
多
ぐ
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
母
乳
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
も
最
低
水
準
で

あ
る
。

日
本
と
違
っ
て
、
出
産
前
に
、
全
部
母
乳

ｏ
全
部
人
工
乳

・
混
合
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
全
部
人
工
乳
を
選
ぶ
場

合
ヽ
母
乳
が
出
る
の
を
待
た
ず
母
乳
を
止
め
る
ホ
ル
モ
ン
剤
を
処
方
す
る
。
全
部
母
乳
か
混
合
を
選
ん
で
も
、
出
な
け

れ
ば
あ
き
ら
め
、
長
く
母
乳
を
与
え
る
べ
き
と
い
う
文
化
が
な
い
。
ま
た
、
全
部
粉
ミ
ル
ク
の
場
合
は
通
常
の
ビ
ル
が
、

母
乳
を
与
え
る
場
合
は
、
プ
ロ
グ
ス
ト
ー
ゲ
ン
だ
け
の
ミ
ニ
ピ
ル
が
処
方
さ
れ
る

（日
本
は
未
承
認
、
授
乳
中
は
他
の
避

妊
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
）。
費
用
は
全
額
払
い
戻
し
。
ま
た
、
粉
ミ
ル
ク
も
医
師
が
処
方
し
、
払
い
戻
さ
れ
る
。
子
ど

も
が
夜
間
長
く
寝
る
よ
う
、
デ
ン
プ
ン
入
り
の
ミ
ル
ク
も
あ
る
。

母
乳
を
与
え
な
い
女
性
は
、
働
き
な
が
ら
の
育
児
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
選
択
の
ほ
か
、
タ
バ
コ
を
吸
い
た
い
と
か
、

よ
い
形
の
乳
房
を
保
ち
た
い
と
い
う
理
由
も
あ
る
。
子
ど
も
で
な
く
、
男
性
パ
ー
ト
ナ
ー
優
先
ど
も
言
わ
れ
る
。
前
出
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の
研
究
で
、
近
年
は
母
乳
の
比
率
が
若
千
高
ま

っ
て
お
り
、
と
く
に
学
歴
の
高

い
女
性
で
増
加
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

一
九
八
九
年
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ

（世
界
保
健
機
関
）
と
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ

（国
連
児
童
基
金
）
は
、
世
界
の
産
科
医
療
関
係
者
に
、

母
乳
育
児
を
保
護

・
推
進

・
支
援
す
る
よ
う
呼
び
か
け
、
「母
乳
育
児
成
功
の
た
め
の
一
〇
か
条
」
を
共
同
宣
言
し
た
。

ま
た

一
九
九
二
年
、
八
月

一
日
を

「世
界
母
乳
の
日
」、
八
月
第

一
週
を

「世
界
母
乳
週
間
」
と
定
め
て
キ
ャ
ン
パ
ー

ン
を
推
進
し
て
い
る
。
日
本
に
こ
の
動
き
を
伝
え
る
人
々
は
、
「母
乳
育
児
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」と
い
つヽ
雰
囲
気
を
、

さ
ら
に
強
化
し
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
背
景
が
あ
る
。　
一
九
七
〇
年
代
発
展
途
上
国
で
、
人
工

実
は
国
際
機
関
の
動
き
に
は
、
日
本
で
知
ら
れ
て
い
な

乳
メ
ｌ
ヵ
ｌ
の
職
員
が
医
療
従
事
者
を
装
い
、
大
量
に
粉
ョ
ル
ク
を
広
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
水
を
含
む
衛
生
状
況
が
悪

く
、
お
湯
で
作
る
人
工
乳
に
よ
っ
て
乳
児
の
栄
養

・
健
康
状
態
が
悪
化
し
、
死
亡
例
も
多
力、
っ
た
。
シ
ェ
ァ
の
半
分
を

占
め
る
ネ
ス
レ
は
、
「
ベ
ビ
ー
・
キ
ラ
ー
」
と
言
わ
れ
た
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
な
ど
が
母
乳
を
広
め
る
の
は
、
過
剰
な
医
療
介
入

が
母
子
の
生
活
の
質
を
落
と
す
と
い
つゝ
問
題
意
識
の
ほ
か
、
衛
生
状
態
が
悪
い
と
こ
ろ
で
の
母
乳
の
相
対
的
な
安
全
性

を
称
え
一
「粉
ミ
ル
ク
国
際
資
本
」
に
対
抗
ｔ
よ
う
と
い
ぅ
意
図
に
よ
る
。
医
療
従
事
者
へ
の
推
奨
で
あ
り
、
母
乳
だ

け
が
よ
い
と
言
わ
ず
、
母
親
に
説
く
形
で
は
な
い
。
日
本
で
は
、
粉
ミ
ル
ク
に
消
費
税
も
含
め
カ
ネ
が
か
か
る
が
、
経

済
的
理
由
で
母
乳
を
選
好
し
て
い
る
ケ
ー
ス
ば
い
り
で
は
な
い
。
「母
子
の
絆
を
強
め
る
」
「子
ど
も
に
良
い
」
と
い
う

言
説
が
、
呪
文
の
よ
う
に
母
親
を
し
ば
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
麻
酔
分
娩
が
行
き
渡
ら
な
い
う
ち
に
、
「女
性
の
身
体
の
す
ば
ら
し
さ
の
回
復
」
を
唱
え
る

「自
然
出



産
原
理
主
義
■
「母
乳
原
理
主
義
」
が
登
場
し
た

０
二
砂

冒
８
Ｌ
。
［８
８
｝
冒
８
８
、桜
沢

冒
８
巴
、
大
葉

冒
８
巴

な
ど
）。

オ
ム
ツ
さ
え
使
わ
ず
子
ど
も
の
排
泄
を
事
前
に
察
知
し
て
対
応
し
、
経
血
は
腔
口
を
締
め
る
こ
と
で
ト
イ
レ
ま
で
貯
め

て
お
け
る
と
い
う
。
鍛
錬
す
れ
ば
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、　
一
般
の
女
性
に
は
高
レ
ベ
ル
過
ぎ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
こ

と
に
神
経
を
使
う
と
、
現
代
の
雇
用
労
働
者
と
し
て
役
に
立
た
な
い
。
し
か
し
読
者
に
は
、
排
泄
の
事
前
察
知
や
経
血

を
自
力
で
体
内
に
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
「せ
め
て
自
然
分
娩
と
母
乳
育
児
く
ら
い
実
行
し
な
く
て
は
」
と
思

わ
せ
る
。
「痛
く
な
い
な
ら
」産
ん
で
み
た
い
と
か
、
「母
乳
に
振
り
回
さ
れ
な
け
れ
ば
」育
て
て
み
た
い
と
か
い
う
ニ
ー

ズ
は
、
存
在
し
て
い
て
も
注
目
さ
れ
に
く
い
。

Ⅳ

産
後
の
ペ
リ
ネ

（骨
盤
底
筋
）
の
訓
練

日
本
で
は
、
骨
盤
底
と
い
ユヽ
冒
葉
は
、
十
分
に
は
普
及
し
て
い
な
い
。　
一
般
的
に
一一言
つ
な
ら

「あ
そ
こ
」
の
筋
肉
で

あ
る
。
そ
の
締
ま
り
の
回
復
は
、
公
の
政
策
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
産
後
シ
ェ
イ
プ
ア
ツ
プ
や
尿
失

禁
予
防
と
い
ユゝ
言
葉
に
溶
け
込
ま
せ
て
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の
形
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、　
一
九
八
五
年
以
降
、
医
師
が
処
方
し
た
理
学
療
法
士
に
よ
る
産
後
骨
盤
底
訓
練

一
〇
回
分
の
一
〇

〇
％
が
保
険
か
ら
払
い
戻
さ
れ
、
そ
れ
以
上
で
も
六
〇
％
払
い
戻
さ
れ
る
。
尿
漏
れ
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
性
器
脱
な

ど
を
予
防
し
、
性
機
能
の
回
復
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
理
学
療
法
士
や
産
科
医
は
こ
の
制
度
化
を

押
し
た
が
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
の
親
女
性
政
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
日
本
と
違
っ
て
理
学
療
法
士
に

政治の発見●」1き'3間で育まれる生



開
業
権
が
あ
り
、
出
産
し
た
病
院
で
紹
介
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
日．本
で
は
女
性
の
性
機
能
が
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
私
自
身
、
開
業
医
で
の
出
産
体
験
で
、

産
後
の
腹
筋

・
背
筋
回
復
の
た
め
と
さ
れ
る
体
操
を
教
え
ら
れ
損
な
っ
た
。
腰
痛
に
な
り
、
し
か
も
産
後
す
ぐ
と
い
う

理
由
で
そ
の
ケ
ア
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
の
病
院
で
は
、
分
娩
後
、
入
院
七
日
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
決
ま
っ

て
い
る
。
シ
ャ
ヮ
ー
の
許
可

・
新
生
児
と
の
同
室

・
沐
浴
指
導

ｏ
産
後
体
操

・
乳
房
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
母
乳
の
授
乳
指

導
な
ど
で
あ
る
。
私
に
産
後
体
操
を
教
え
な
か
っ
た
理
由
は
、
急
な
お
産
が
た
て
こ
ん
で
手
が
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と

い
つヽ
。
し
か
し
、
隠
れ
た
理
由
と
し
て
、
母
乳
指
導
な
ど
他
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
優
先
度
が
塙
い
こ
と
が
ぁ
る
デ
フ
ラ

ン
ス
で
は
入
院
は
三
日
で
、
産
後
の
母
体
の
訓
練
は
ア
ウ
ト
ソ
ト
シ
ン
グ
さ
れ
、
母
乳
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
行
わ
な
い
。

日
本
で
の
骨
盤
底
の
訓
練
は
、
腟
と
肛
門
を
締
め
る
と
か
、
排
尿
を
途
中
で
止
め
る
よ
う
に
す
る
体
操
を
指
し
、

産
後
の
入
院
中
の
メ
ニ
ュ
「
と
し
て
指
導
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
の
有
無
で
入
院
先
を
選
べ
る
よ
う
な
状
況
に
は

な
い
。
あ
る
い
は
本
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
て
自
分
で
行
う
か
、
自
由
診
療
で
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
各
種
エ
ク
サ
サ

イ
ズ
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
だ
す
か
だ
が
、
都
市
部
に
少
し
あ
る
だ
け
だ
。
訓
練
が
自
己
流
だ
と
、
か

え
つ
て
性
器
脱
を
促
進
す
る
と
も
い
う
。
国
内
で
骨
盤
底
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
病
院
は
、
米
国
製
の
磁
気
に
よ
る
機

械
を
入
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
例
で
は
、
電
気
０
通
っ
た
腔
棒
や
療
法
士
の
指
を
腔
に
入
れ
て
の
締
め
具
合
の
調
整

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が

（玄
田
・斎
藤

冒
８
ド
お
‥瑠
じ
、
こ
の
米
国
製
の
機
械
は
着
衣
の
ま
ま
使
用
す
る
も
の
で
、
日

本
の
女
性
の
抵
抗
感
に
対
応
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

骨
盤
底
を
放
置
す
る
と
、
尿
漏
れ

・
性
器
脱
を
起
こ
し
や
す
い
の
で
、
保
険
適
用
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
あ
る
が
、
日
本



の
医
療
保
険
は
予
防
に
使
え
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
骨
盤
底
訓
練
の
制
度
化
か
ら
一
〇
年
後
に
出
生
率
が
回
復
し
た
。

他
の
手
当
も
同
時
に
改
善
さ
れ
た
が
、
こ
の
訓
練
の
お
か
げ
で
第
二
子

・
第
三
子
を
妊
娠
し
や
す
か
っ
た
と
の
声
も
あ

る
。
将
来
を
考
え
る
の
な
ら
、
こ
れ
に
、
満
期
産
で
ゼ
ロ
に
な
る
腹
筋
や
、
背
筋

。
足
腰
の
回
復
も
加
え
て
実
施
す
る

べ
き
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
理
学
療
法
士
に
開
業
権
が
な
く
、
さ
ら
に
最
近
他
の
資
格
と
統
合
さ
れ
、
療
法
の
保
険
点
数

も
下
げ
ら
れ
た
。
医
療
費
増
大
に
制
約
を
か
け
よ
う
と
し
て
産
科
領
域
へ
の
療
法
の
導
入
を
抑
え
、
先
に
な
っ
て
多
く

の
尿
漏
れ
・性
器
脱
の
女
性
（重
症
な
ら
手
術
が
必
要
）
や
、
足
腰
が
立
た
な
い
要
介
護
度
の
高
い
女
性
を
生
み
出
す
な
ら
、

本
末
転
倒
で
あ
る
。

V

出
生
前
診
断

妊
娠
中
、
妊
婦
は
自
分
の
健
康
の
ほ
か
、
元
気
な
子
ど
も
が
産
ま
れ
る
か
ど
う
か
、
気
を
揉
む
。
子
ど
も
の
幸
福
を

願
う
ほ
か
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
大
き
な
制
約
が
加
わ
ら
な
い
か
懸
念
す
る
。
生
命
の
選
別
は
良
く
な
い
、
「ど

ん
な
子
ど
も
で
も
受
け
入
れ
る
の
が
母
性
だ
」、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
不
幸
と
決
め
つ
け
る
の
は
正
し
く
な
い
、
と

言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
い
「障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
」
と
「母
親
の
幸
福
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
「優

生
学
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
議
論
だ
け
で
は
、
不
十
分
と
考
え
る
。
障
害
へ
の
ケ
ア
が
充
実
し
、
子
ど
も

を
受
け
入
れ
る
環
境
が
あ
れ
ば
、
子
ど
も
は
安
心
し
て
過
ご
せ
る
。
だ
が
、
そ
の
ケ
ア
や
環
境
が
圧
倒
的
に
母
親
の
無

償
労
働
に
依
存
す
る
な
ら
、
彼
女
た
ち
の
中
の

「子
ど
も
に
常
時
縛
ら
れ
る
」
こ
と
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
感
情
が
、

政治の発見●′41きる間で育まれる生



強
く
な
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

出
生
前
診
断
の
う
ち
胎
児
診
断
の
み
を
取
り
上
げ
た
い
¨
超
音
波
診
断
、
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
と
、
羊
水

検
類
で
あ
る
。
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
は
、
ト
リ
プ
ル
マ
ー
カ
ー
や
ク
ア
ト
ロ
テ
ス
ト
と
か
言
う
も
の
だ
。
ダ
ウ
ン
症

（ト

リ
ソ
ミ
１
２‐
一
２‐
番
目
の
染
色
体
が
２
で
な
く
３
あ
る
）
之
ト
リ
ソ
ミ
１
１８
、
三
分
脊
椎
な
ど
の
神
経
管
閉
鎖
障
害
が
、

確
率
で
診
断
さ
れ
る
。
妊
婦
の
年
齢
に
よ
っ
て
ダ
ウ
ン
症
の
確
率
は
上
が
る
が
、
日
本
で
は
三
五
歳
の
妊
娠
で
の
確
率

（．
／
２９５
）
よ
り
検
査
結
果
の
確
率
が
高
い
と
、
「陽
性
」
と
言
わ
れ
る
。
他
方
、
検
査
結
果
が
低
く
て
も
、
ダ
ゥ
ン
症

の
子
ど
も
が
産
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
羊
水
検
査
は
、
ダ
ウ
ン
症
を
含
む
染
色
体
の
■
リ
ソ
ミ
ー
ゃ
、
夕
―ヽ
ナ
ー
症
候

群
な
ど
性
染
色
体
異
常
や
他
の
染
色
体
異
常
の
、
確
定
診
断
と
な
る
。
羊
水
穿
刺
に
よ
っ
て
約
１
／
３００
の
確
率
で
流
産

す
る
と
言
わ
れ
、
検
査
実
施
は
こ
の
危
険
性
と
の
関
係
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

超
音
波
診
断
は
、
日
本
で
は

「出
生
前
診
断
」
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い

（柘
植
ほ
か

冒
ｏ８
じ

が
、
心
臓
の

「奇
形
」、
日
唇
口
蓋
裂
や
、
頸
部
浮
腫

（Ｎ
Ｔ
）
に
よ
る
ダ
ウ
ン
症
の
疑
い
の
診
断
な
ど
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
精

密
な
超
音
波
検
査
や
羊
水
検
査
を
勧
め
る
医
師
も
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
、
「疑
わ
し
い
」
と
さ
れ
た
場
合
に
も
検

査
を
進
め
て
も
障
害
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
逆
に
こ
れ
ら
の
検
査
で
も
、
全
て
の
障
害
は
わ
か
ら
な
い
。
検

査
に
よ
っ
て
わ
か
ら
な
い
遺
伝
病
、
染
色
体
異
常
、
先
天
的

「奇
形
」、
他
の
感
染
性

・
毒
性
に
よ
る
疾
患
、
遺
伝
子

の
異
常
な
ど
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
、
出
産
時
に
負
う
障
害
も
あ
る
。
男
性
は
、
女
性
ほ
ど
深
刻
に
考
え
な
い
こ
と
が

あ
る

（柘
植
ほ
か

冒
８
９
濃
０‥８
∪

が
、
差
別
意
識
が
な
い
の
で
は
な
く
、
「自
分
の
子
ど
も
に
障
害
は
起
こ
ら
な
い
」

と
思
い
こ
ん
で
い
る
ゆ
え
な
の
で
、
強
い
選
別
意
識
を
持
つ
と
も
一一一一甲
え
る
。

|



出
生
前
診
断
が
社
会
的

・
倫
理
的
に
緊
張
を
招
く
の
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
生
命
の
重
み
と
い
う
問
題
と
、
そ
れ
が
、

誰
が
ケ
ア
を
担
い
、
誰
が
費
用
負
担
す
る
か
と
い
う
問
題
を
伴
っ
て
現
れ
る
こ
と
と
に
よ
る
。
議
会
は
、
中
絶
が
で
き

る
理
由
に
胎
児
の
障
害
を
加
え
る
か
否
か
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
マ
ー
カ
ー
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
義
務
づ
け
る
か
否

か
、
決
定
す
る
。
検
査
費
用
を
公
の
負
担
と
す
る
か
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
の
ケ
ア
を
ど
こ
ま
で
公
費
負
担
す
る
の
か

も
、
決
定
し
て
い
る
。
司
法
は
、
個
々
の
民
事
訴
訟
に
即
し
て
、
胎
児
の
障
害
の
可
能
性
を
親
に
告
げ
な
か
っ
た

「過

失
」
に
つ
い
て
賠
償
責
任
が
あ
る
か
否
か
を
決
定
し
て
い
る
。
次
に
見
る

「反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
」
の
よ
う
に
、
立
法
が

こ
う
し
た
裁
判
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
場
合
も
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
〇
三
年
の
数
字
で
、
遺
伝
病
を
理
由
と
す
る
リ
ス
ク
が
高
い
女
性
貧
％
弱
）
以
外
の
女
性
も
、

四
人
に
三
人
が
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
を
受
け
て
い
る
。
超
音
波
診
断
は
、
全
妊
娠
経
過
の
う
ち
平
均
四
・
三
回
、
羊
水
検

査
は
一
一
％
で
あ
る
。
費
用
は
一
〇
〇
％
払
い
戻
さ
れ
る
。
羊
水
検
査
を
受
け
、
確
定
診
断
を
受
け
て
中
絶
す
る
ケ
ー

ス
が
、　
一
九
九
〇
年
に
三
八

・
六
％
（
二
〇
〇
一
年
に
七
五

・
五
％
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
。
出
生
前
診
断
や
中
絶
を

受
け
る
こ
と
は
、
義
務
で
は
な
く

「女
性
の
自
己
決
定
」
に
依
る
と
し
て
い
る
が
、　
一
九
七
五
年
法
以
来
、
立
法
で
胎

児
の
障
害
を
理
由
と
し
た
中
絶
を
認
め
、
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
や
羊
水
検
査
は
費
用
の
負
担
が
な
い
。

Ｖゝ
」
に

「隠
れ
た

優
生
主
義
」
が
あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る

（山
本

冒
８

じヽ
。

さ
ら
に
、
診
断
の
過
失
に
よ
っ
て
中
絶
の
機
会
を
失
っ
た
と
い
う
訴
え
に
つ
い
て
、
裁
判
が
行
わ
れ
て
き
た
。
二
〇

〇
〇
年
に
破
棄
院
が
、
出
生
前
診
断
の

「過
失

（妊
婦
の
風
疹
抗
体
値
を
誤
っ
て
伝
え
た
と

に
よ
っ
て
障
害
児
が
産
ま

れ
た
と
し
て
、
親
の
精
神
的
負
担
へ
の
慰
謝
料
の
み
で
な
く
、
「障
害
あ
る
生
を
損
害
と
す
る
」
子
へ
の
金
銭
的
賠
償

政治の発見● る 間で育まれる生



を
認
め

（ペ
リ
テ
ン
ュ
判
決
）、
多
く
の
議
論
を
呼
ん
だ
。
二
〇
〇
二
年
、
今
度
は
議
会
が
、
子
に
よ
る
、
そ
の
生
を
損

害
と
す
る
賠
償
は
認
め
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
」
を
、
中
絶
反
対
派
の
後
押
し
も
得
て
作
っ
た

（柿
本

冒
ｏＱ
∪
。
二
〇
〇
五
年
に
は
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
人
権
裁
判
所
が
、
「反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
」
が
親
へ
の
金
銭
的
賠
償
ま

で
否
定
す
る
の
は
、
正
当
な
賠
償
を
奪
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
違
反
す
る
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
破
棄
院
、

国
務
院
は
、
小
児
脊
髄
性
筋
萎
縮
の
ケ
ー
ス
と
、
重
篤
な
脳
奇
形

。
身
体
障
害
の
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
人
権
裁
判
所
の
決

定
に
沿
っ
た
判
決
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た

（本
田

冒
８
銀
］、
本
田

冒
８
∞Ｌ
）。

日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り
中
絶
に
関
す
る
法
規
に
胎
児
条
項
は
な
い
が
、
旧
優
生
保
護
法

・
母
体
保
護
法
の

「身
体
的
ま
た
は
経
済
的
理
由
」
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
中
絶
の
な
か
で
、
胎
児
の
障
害
を
理
由
と
す
る
も
の
も
行
わ

れ
て
い
る
。
羊
水
検
査
は
年
間
約

一
万
件
で
、
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
は

一
万
五
〇
〇
〇
件
程
度
と
言
わ
れ
る
（佐
藤
口
８
９

認
］）。
費
用
は
自
費
負
担
で
、
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
は
一
―
二
万
円
、
羊
水
検
査
は
数
万
か
ら
一
〇
万
円
強
か
か
る
。
希

望
し
て
も
、
経
済
的
理
由
や
近
く
で
実
施
し
て
な
い
と
い
つヽ
理
由
で
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
マ
ー
カ
ー

テ
ス
ト
は
妊
娠

一
五
週
頃
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
、
合
法
中
絶
限
度
の
妊
娠
二
一
週
ま
で
に
羊
水
検
査
の
結
果

が
出
る
よ
う
時
期
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
中
絶
す
る
な
ら
、
妊
娠

一
二
週
以
降
の
中
期
以
降
は
国
内
で
は
陣
痛
を

つ
け
て
行
っ
て
お
り
、　
一
〇
―
二
〇
万
円
ほ
ど
の
自
由
診
療
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
風
疹
症
候
群
児
に
つ
い
て
、
胎
児
が
障
害
を
持
つ
可
能
性
を
中
絶
可
能
な
時
期
に
告
げ
な
か
っ
た
医

師
に
親
の
精
神
的
苦
痛
へ
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
判
決
が
三
つ
東
京
地
裁
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
認
め
な
い
判
決
が
前

橋
地
裁
で
一
つ
出
て
い
る
。
「望
ま
な
い
」
ダ
ウ
ン
症
児
の
出
生
を
め
ぐ
っ
て
は
、
京
都
地
裁
が
、
三
九
歳
の
妊
婦
へ

1 饉,喜 甚れ



の
医
療
者
に
よ
る
出
生
前
検
査
に
関
す
る
積
極
的
情
報
提
供
義
務
を
否
定
し
、
妊
婦
が
提
供
を
要
請
し
て
も
、
出
産
モ

検
討
す
る
機
会
を
保
証
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
。
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
中
絶
に
関
し
て
で
は
な
い
が
二
〇
〇

五
年
、
障
害
児
の
出
生
を
避
妊
に
よ
っ
て
回
避
す
る
判
断
を
失
わ
せ
た
と
し
て
医
師
の
説
明
義
務
違
反
を
認
め
、
親
の

精
神
的
苦
痛
へ
の
賠
償
と
金
銭
上
の
賠
償
を
認
め
た
判
決
が
あ
る
。
中
絶
に
つ
い
て
は
胎
児
の
障
害
を
理
由
と
す
る
も

の
が
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
避
妊
は
、
夫
婦
が
取
り
う
る
正
当
な
手
段
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
判

断
を
分
け
た
と
言
つゝ

（服
部

冒
８
”
馬
０‥認
］、
石
川

冒
８
９
〓

‐ヾ８
）。

法
学
の
学
説
で
は
、
障
害
の
あ
る
子
に
よ
る
そ
の
生
ま
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
は
認
め
な
い
が
、
親
の

精
神
的
苦
痛

・
金
銭
的
負
担
に
つ
い
て
、
す
べ
て
認
め
な
い
も
の
、
前
者
だ
け
認
め
る
も
の
、
両
方
と
も
認
め
る
も
の

に
分
か
れ
て
い
る
。
現
状
で
は
後
者
を
認
め
た
か
ら
と
言
っ
て
、
障
害
の
あ
る
子
の
存
在
価
値
を
否
定
し
な
い
、
と
も

言
う

（服
部

冒
ｏｏ”
覇
卜ｔｏｏ
］ヽ

他
の
理
由
に
よ
る
中
絶
も
、
「身
体
的
ま
た
は
経
済
的
理
由
」
に
当
た
る
と
し
て
広

く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
妊
婦
に
出
産
を
検
討
す
る
機
会
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
全
く
権
利
侵
害
に
あ
た
ら
な
い
、
と
言

う
ン」と
も
難
し
い
。
他
方
、
議
会
は
、
検
査
の
機
会
を
ど
う
示
す
べ
き
か
、
ま
た
検
査
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
な
か
っ
た

場
合
に
ど
の
よ
う
に
賠
償
を
認
め
る
の
か
、
決
定
を
行
っ
て
い
な
い
。

一
九
九
八
年
の
厚
生
科
学
審
議
会
先
端
医
療
技
術
評
価
部
会

「出
生
前
診
断
に
関
す
る
専
門
部
会
」
の

「母
体
血

清
マ
ー
カ
ー
試
験
に
関
す
る
見
解
」
翁
ま
だ
十
分
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
が
出
来
て
い
な
い
日
本
で
は
、
医
師
は
妊
婦
に

こ
の
試
験
を
勧
め
た
り
、
積
極
的
に
情
報
を
与
え
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
検
査
企
業
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
妊
婦
に
配

布
す
べ
き
で
は
な
い
し

が
、
厚
生
省
か
ら
通
達
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
は
、
そ
の
倫
理
委
員
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会
見
解
を
改
訂
し
て
、
「出
生
前
に
行
わ
れ
る
検
査
お
よ
び
診
断
に
関
す
る
見
解

（一
一〇
〇
七
年
二
月
こ

と
し
て
、
検

査
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
「夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
染
色
体
異
常
の
保
因
者
、
染
色
体
異
常
児
を
分
娩
し
た
既
往
を
有
す

る
者
、
一局
齢
妊
娠
、
重
篤
な
伴
性
劣
性
遺
伝
性
疾
患
の
保
因
者
、
重
篤
で
胎
児
診
断
が
可
能
な
先
天
性
代
謝
異
常
症
の

保
因
者
、
重
篤
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
診
断
が
可
能
な
遺
伝
性
疾
患
の
保
因
者
、
そ
の
他
重
篤
な
胎
児
異
常
の
恐
れ
が
あ
る
者
に
限

る
」
と
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
法
律
や
、
強
制
加
入
の
職
能
団
体
に
よ
る
ル
ー
ル
で
は
な
い
。
行
政
の
通

達
や
任
意
団
体
の
見
解
で
あ
り
、
い」ヽ
つ
し
た
レ
ベ
ル
の

「規
範
」
に
検
査
を
受
け
る
機
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
代
行
さ

せ
て
い
る
の
は
、
問
題
だ
と
考
え
る
Ｑ

日
本
の
女
性
の
体
験
に
関
す
る
調
査
で
は
、
医
師
は
マ
ー
カ
ー
検
査
や
羊
水
検
査
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
情
報
を

与
え
な
い
、
聞
か
れ
れ
ば
与
え
る
、
何
ら
か
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
与
え
る
、
ど
の
妊
婦
に
も
与
え
る
な
ど
、
対

応
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
（柘
植
ほ
か
冒
８
９
｝ミ
‐ｕ｝Ｌ
ｏω点
８
Ｐ‐ヾ
ｏ∪
。
ま
た
、
倫
理
委
員
会
の
見
解
に
従
う
と
し
て
も
、

最
終
項
目
に
あ
る

「そ
の
他
重
篤
な
胎
児
異
常
の
恐
れ
」
は
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

他
方
、
超
音
波
診
断
は
ル
ー
テ
イ
ン
の
妊
婦
検
診
に
組
み
込
ま
れ
、
上
記
の
見
解
に
よ
る
限
定
の
対
象
外
に
さ
れ

て
い
る
。　
一
二
回
ほ
ど
の
妊
婦
検
診
の
た
び
、
「値
段
は
高
い
が
、
赤
ち
ゃ
ん
に
会
え
る
」
と
楽
し
み
に
す
る
女
性
も

多
く
、
写
真
や
動
画
を
保
存
し
た
り
他
の
人
に
見
せ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
診
断
も
自
由
診
療
で
あ
り
、
日
本
で
は
医

療
予
算
の
観
点
か
ら
の
受
診
抑
制
が
働
い
て
な
い
。
超
音
波
診
断
は
、
多
く
の
国
で
は
妊
婦
の
主
治
医
と
は
別
の
専
門

家
が
行
い
、
回
数
は
三
回
程
度
で
あ
る
。
超
音
波
が
胎
児
に
有
害
だ
と
い
つヽ
説
も
作
用
し
て
一党
診
回
数
を
抑
え
て
い
る

が
、
日
本
で
は
こ
の
説
は
劣
勢
で
あ
る
。
マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
の
受
診
者
が
少
な
く
て
も
、
産
科
医
が
頻
繁
な
超
音
波



診
断
で

「異
常
」
ゃ

「障
害
の
お
そ
れ
」
を
あ
る
程
度
診
断
し
て
お
り
、
部
分
的
に
機
能
的
な
代
替
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
き
ち
ん
と

「出
生
前
診
断
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
抜
き
で
胎
児
の
障
害
な
い
し
障
害

の
お
そ
れ
を
発
見
し
、
妊
婦
に
伝
え
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

マ
ー
カ
ー
テ
ス
ト
や
羊
水
検
査
に
つ
い
て
は
、
医
師
は
情
報
を
与
え
な
く
て
よ
い
と
さ
れ
、
妊
婦
が
自
分
で
知
っ
て

い
る
か
調
べ
る
か
し
な
い
と
、
知
ら
な
い
ま
ま
の
こ
と
も
多
い

（柘
植
ほ
か

冒
８
９
〓

‥ヽｕｒ
８
ω点

８
Ｈ‥ざ
∪
。
知
ら

せ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
適
切
で
十
分
な
情
報
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
モ
ニ
タ
ー
が
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
妊

婦
が
検
査
を
受
け
る
場
合
も
、
医
師
し
だ
い
で
、
詳
し
く
教
え
ら
れ
た
り
、
何
も
教
え
ら
れ
な
い
ま
ま

「超
音
波
が

ち
ょ
つ
と
心
配
だ
か
ら
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
り
、
「誰
で
も
受
け
る
検
査
だ
」
と
か
「念
の
た
め
の
確

認
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
ュヽ
思
識
で
受
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

（塚
本
´

冒
８
９］、
山
中

冒
ｏＰｏ∪
。

な
お
検
査
の
結
果
は
、
大
概

「障
害
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
な
る
が
、
高
い
障
害
の
確
率
や
確
定
的
な
診
断
を

受
け
た
妊
婦
は
、
心
の
準
備
が
不
十
分
で
、
そ
の
障
害
の
あ
る
子
ど
も
が
実
際
ど
う
育
っ
て
い
る
か
、
親
の
負
担
は
ど

う
か
を
知
る
機
会
が
余
り
な
く
、
大
き
く
動
揺
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
つゝ
し
た
中
で
は
、
医
師
の
示
唆
す
る
次
の
段

階
に
、
他
の
選
択
肢
を
考
え
ず
に
進
み
が
ち
だ
ろ
う
。
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
普
及
し
て
お
ら
ず
、
自
由
診
療
で
あ

る
。
こ
の
日
本
の
事
態
は
、
妊
婦
に
対
し
て

「知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
、
（当
た
っ
た
医
師
に
）
依
ら
し
む
べ
し
」
と
い
う

支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
と
、
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
服
部
篤
美
の
示
し
た
、
「そ
も
そ
も
自
己
責
任
を
強
諷
し
そ
の
決

定
を
生
ま
せ
な
い
方
向
へ
と
誘
導
す
る
社
会
は
、
真
に
自
己
決
定
を
尊
重
し
て
い
る
社
会
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
他

方
、
障
害
児
の
出
産
回
避
選
択
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
必
要
な
情
報
を
与
え
な
い
こ
と
で
選
択
機
会
を
与
え
．ず
に
お
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く
、
あ
る
い
は
選
択
肢
を
実
質
的
に
奪
っ
て
し
ま
う
方
法
を
社
会
が
用
い
る
こ
と
も
、
個
人
を
強
制
的
に
産
む
し
か
な

い
立
場
に
追
い
込
む
も
の
で
、
社
会
の
よ
り
よ
い
か
か
わ
り
方
な
の
か
」
（服
部

冒
８
”
ぶ
０∪

と
ぃ
ぅ
疑
間
を
、
共

有
し
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
費
用
が
か
か
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
検
査
を
受
け
ら
れ
な
い
妊
婦
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

検
査
を
普
及
さ
せ
た
こ
と
や
、
個
々
の
女
性
の
判
断
が
結
果
的
に
優
生
学
的
に
作
用
す
る
と
い
う
大
き
な
問
題
は
あ
る

が
、
女
性
間
の
公
平
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
意
志
が
見
て
取
れ
る
。
障
害
児

・
障
害
者
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
日
本
は
フ

ラ
ン
ス
に
劣
る
。
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
抱
え
て
女
性
が

「幸
福
に
」
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
中
絶
と
い
う
選
択
の

賭
け
金
で
あ
り
、
そ
の

「幸
福
」
の
な
か
に
優
生
学
的
な
ド
ラ
イ
ブ
が
あ
れ
ば
ヽ
確
か
に
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
日
本

で
は
、
な
お
、
「障
害
の
あ
る
子
ど
も
に
ど
こ
ま
で
母
親
が
尽
く
せ
る
か
」
が
問
題
と
さ
れ
、
「親
が
死
ん
だ
あ
と
ど
う

な
る
か
」
の
心
配
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
賭
け
金
が
過
大
で
あ
る
。
確
か
に
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
持
っ
て
働

き
続
け
て
い
る
女
性
も
い
る

（玉
井

冒
ｏｏ”
葛
０‥∞ｏ∪

が
、　
一
般
の
妊
娠
し
た
女
性
の
七
割
が
退
職
し
て
い
る
と
い

，ヽ
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
悪
い
職
場
の
現
状
で
は
、
当
事
者
に
か
か
る
圧
力
は
さ
ら
に
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

「母
親
な
ん
だ
か
ら
」
と
過
剰
な
負
担
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
障
害
児

・
障
害
者
へ
の
ケ
ア
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
が
、
女
性
の
生
き
方
の
選
択
肢
を
広
く
し
、
出
産
に
躊
躇
す
る
女
性
に
も
、
産
み
や
す
く
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。
他
方
、
検
査
機
会
の
不
均
衡
や
情
報
格
差
を
埋
め
な
く
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
埋
め
る
べ
き
か
、
議
会
が

明
示
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
一一言
え
よ
う
。
議
論
や
、
責
任
の
所
在
の
確
定
が
、
不
可
欠
と
考
え
る
。



Ⅵ

匿
名
出
産
と
特
別
養
子
・
養
育
費

匿
名
出
産
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
間
引
き
も
中
絶
も
宗
教
上
認
め
ら
れ
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

が
、
望
ま
な
い
出
産
の
受
け
皿
だ
っ
た
。
妊
婦
に
出
産
時
の
ケ
ア
を
提
供
し
、
子
ど
も
を
養
子
に
出
し
た
り
、
修
道
院

で
育
て
た
り
し
た
。
母
親
と
子
ど
も
は
、
関
係
が
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
政
教
分
離
の
立
場
か
ら
、
国

が
こ
う
し
た
出
産
の
面
倒
を
見
る
こ
と
に
し
た
。
妊
婦
に
は
国
が
出
産
を
ケ
ア
し
、
子
ど
も
は

「国
家
の
孤
児
」
と
さ

れ
た
。
男
子
は
、
係
累
な
く
育
つ
こ
と
か
ら

「死
を
お
そ
れ
な
い
」
兵
士
に
な
る
と
さ
れ
、
女
子
に
は
単
純
作
業
が
割

り
振
ら
れ
た
。

現
在
で
も
、
妊
婦
が
中
絶
を
望
ま
な
い
が
育
て
ら
れ
な
い
場
合
や
、
出
産
を
望
ま
な
い
の
に
中
絶
で
き
る
時
期
を
過

ぎ
た
場
合
、
匿
名
出
産
を
選
べ
ば
、
公
立
病
院
で
無
料

・
匿
名
で
出
産
で
き
る
。
女
性
の
法
的
記
録
に
、
出
産
が
残
ら

な
い
。
子
ど
も
は
、
孤
児
と
し
て
養
子
に
出
さ
れ
る
。
妊
婦
の
生
命
の
万

一
に
備
え
て
、
病
院
は
個
人
情
報
を
封
を
し

て
預
か
る
。
無
事
に
出
産
す
れ
ば
、
中
身
を
見
ず
に
返
す

（西

冒
８
■

【
算
注
ｏ
［ＮｏＲ
じ
。
熊
本
の
民
間
病
院
で
「赤

ち
や
ん
ポ
ス
ト
」
を
導
入
し
た
が
、
元
に
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
制
度
は
、
こ
れ
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
産
後
す
ぐ
母
親

が
預
け
に
来
て
も
、
母
体
の
フ
ォ
ロ
ー
が
で
き
な
い

（但
し
ド
イ
ツ
で
は
、
未
成
年
の
妊
娠
に
は
、
別
途
サ
ポ
ー
ト
が
用
意

さ
れ
て
い
る
）。
こ
れ
に
対
し
匿
名
出
産
は
、
産
婦
を
数
日
ケ
ア
す
る
点
で
優
る
と
言
わ
れ
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
は
い
っ
て
、
子
ど
も
が
自
身
の
出
自
を
知
る
権
利
と
い
ュヽ
電
点
か
ら
、
母
親
の
個
人
情
報
に
つ
い

て
は
開
示
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
母
親
が
望
ま
な
い
場
合
、
情
報
を
残
さ
な
い
道
が
残
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
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場
合
も
、
父
親
の
情
報
は
わ
か
ら
な
い

（柿
本

冒
８
∞∪
。

（”
）

匿
名
出
産
は
、
年
間
五
〇
〇
人
程
度
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
米
国
と
並
ぶ
養
子
大
国
で
国
外
か
ら
の
養
子
も
多
く
、
引

ぎ
取
り
希
望
者
は
多
い
。
養
子
を
取
る
の
は
二
八
歳
以
上
な
ら
単
身
者
で
も
ょ
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
労
働
法
に
、
産

後
休
暇
・育
児
休
暇
と
同
様
に
養
子
を
得
た
際
の
体
暇
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、
「出
産
ま
た
は
養
子
を
取
っ
た
際
」

や

「子
ど
も
を
扶
養
す
る
際
」
に
支
給
さ
れ
る
手
当
や
、
養
子
手
当
が
あ
る
。
な
お
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
は
養
子
が
取
れ

な
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
を
経
た
長
い
法
廷
闘
争
の
末
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
ブ
ザ
ン
ソ
ン

（３‐
）

の
行
政
裁
判
所
が
養
子
を
認
め
な
か
っ
た
決
定
を
覆
し
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
女
性
の
主
張
を
認
め
た
。

日
本
で
は
、
中
絶
さ
れ
か
け
た
子
ど
も
を
無
償
斡
旋
し
実
子
と
し
て
届
け
て
い
た
菊
田
昇
医
師
が
、　
一
九
七
三
年

に
告
発
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
も
契
機
と
し
て
、
実
親
と
の
法
的
関
係
を
な
く
す
る
特
別
養
子
制
度
の
導
入
が
検
討
さ
れ

た
。
中
絶
や
子
ど
も
が
捨
て
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
、
子
ど
も
の
養
育
条
件
を
整
え
る
、
従
来
の
実
子
を
装
う
届
出
を
な
く

す
と
い
つ
た
点
か
ら

Ｔ
口田

冒
ｏｏ９
、
］、
米
倉

口
８
８
、
鮫
島

冒
ｏｏｏじ
、
新
制
度
の
立
法
が
本
格
化
し
、　
一
九
八

七
年
に
成
立
し
た
。
同
法
で
は
、
子
ど
む
は
六
歳
未
満
、
父
母
に
よ
る
監
護
が
著
し
く
困
難
ま
た
は
不
適
当
な
ど
の
特

別
の
事
情
が
あ
り
、
子
の
た
め
に
特
に
必
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
親
と
な
る
に
は
、
二
五
歳
以
上
で
結
婚
し
て

い
る
必
要
が
あ
る

（根
津
・沢
見

冒
ｏ８
∪
。
子
ど
も
の
戸
籍
を
実
子
と
ほ
ぼ
同
然
に
す
る
。
年
間
四
〇
〇
件
程
度
だ
が
、

日
本
は
フ
ラ
ン
ス
よ
り
人
口
が
多
い
の
で
、
匿
名
出
産
の
約
半
分
の
規
模
と
言
え
る

た
だ
、
母
親
の
戸
籍
に
は
出
産
の
記
録
が
残
る
。
立
法
過
程
で
、
望
ま
ぬ
妊
娠
を
し
、
子
ど
も
を
自
分
で
育
て
よ

う
と
し
な
い
女
性
を
、
国
会
議
員
が

「
ふ
し
だ
ら
」
と
見
る
か
も
し
れ
ず
、
彼
女
た
ち
へ
の
配
慮
条
項
を
入
れ
る
と
、



特
別
養
子
制
度
自
体
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
た

（吉
田

冒
８
９
“
∪
。
産
婦
へ
の
医
療
提
供
に
は
予
算
が
付
か
ず
、
カ
ゥ

ン
セ
リ
ン
グ
も
設
定
さ
れ
て
な
い
。

こ
の
他
に
日
本
は
、
海
外
へ
の
養
子
送
り
出
し
国
で
あ
る

（朝
日
新
聞
大
阪
社
会
部

冒
８
８
、
舟
越

冒
８
ふ
、
高
倉

冒
ｏｏｏ］）。
厚
生
労
働
省
は
、
国
内
で
養
子
の
手
続
き
が
さ
れ
た
例
を
部
分
的
に
把
握
し
て
い
た
も
の
の
、
国
外
で
手

続
き
さ
れ
た
場
合
を
管
轄
す
る
外
務
省
が
、
実
数
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。
後
者
は
、
前
者
の
三
倍
ほ
ど
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
ヵ
へ
渡
る
年
間
約
五
〇
人
は
、
先
進
国
と
し
て
は
異
例
の
多
さ
と
指
摘
さ
れ
る

（奥
田

冨
ｏＲ
¨

８
］）“
斡
旋
の
際
の
養
子
元

ｏ
養
子
先
か
ら
の
費
用
徴
収
、
売
春
目
的
や
臓
器
移
植
目
的
で
な
い
か
な
ど
、
斡
旋
業
者

の
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
い
な
い

（湯
沢

冒
８

∪ヾ
。
日
本
は
、
「国
際
養
子
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
」
も
批
准
し
て
い

な
い

（奥
田

冒
ｏ８
二
∞‐圏
∪
。
日
本
人
な
い
し
日
本
居
住
者
の
子
ど
も
な
の
に
、
法
律
外

・
政
府
の
管
轄
外
の
存
在

と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

児
童
養
護
施
設
か
ら
の
普
通
養
子
の
運
用
の
条
件
は
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て
お
り
妻
は
専
業
主
婦
と
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
厳

し
い
。
同
性
愛
者
の
権
利
と
い
う
問
題
提
起
は
な
く
、
働
く
女
性
が
養
子
を
取
る
権
利
、
養
子
が
働
ぐ
女
性
に
育
て
ら

れ
る
可
能
性
を
開
ざ
し
て
い
る
。
労
働
法
に
「養
子
」理
由
の
体
暇
が
な
い
日
本
で
は
、
「大
い
な
る
母
性
」
が
産
ん
だ
「自

然
の
血
縁
」
に
よ
る
親
子
に
過
剰
に
意
味
付
与
塔
れ
て
い
る
と
一一言
え
る
。
単
身
者
で
も
人
為
的
に
親
子
関
係
を
作
り
う

る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
発
想
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。

こ
こ
で
、
離
婚
し
た
親
か
ら
の
養
育
費
の
取
り
立
て
に
触
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
七
五
年
に
離
婚
を
自
由
化
し

た
際
、
子
ど
も
を
養
育
し
な
い
側
の
親

（多
く
は
父
親
）
か
ら
の
養
育
費
の
継
続
的
取
り
立
て
を
国
が
行
い
、
こ
の
徴
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収
分
を
国
が
立
て
替
え
て
払
う
制
度
を
導
入
し
た
。
し
か
し
、
養
育
す
る
女
性
に
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
も

払
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
の
証
明
を
課
し
、
非
常
に
使
い
に
く
か
っ
た
。　
一
九
八
四
年
、
ル
ー
デ
ィ
女
性
省
大
臣
が
、

証
明
要
件
を
緩
和
し
、
離
婚
し
た
女
性
の
経
済
状
況
を
実
質
的
に
改
善
し
た

０
８
∽８

８
熟
∽
一澪
〓

口
８
９
減
０じ
。

こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
版
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
と
、
こ
の
定
期
扶
養
金
立
て
替
え
制
度
の
改
正
が
、
両
方

「
ル
ー

デ
イ
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

全
離
婚
が
裁
判
を
経
る
フ
ラ
ン
ス
と
異
な
り
、
日
本
で
は
九
割
が
協
議
離
婚
で
、
養
育
費
の
支
払
い
も
不
明
確
な

こ
と
が
多
い
。
夫
の
暴
力
で
早
く
離
婚
し
た
ぐ
て
、　
一
円
も
も
ら
わ
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
子
ど
も
を
養
育
す
る
親
に
、

も
う
片
方
の
親
か
ら
養
育
費
が
支
払
わ
れ
る
の
は
、
三
割
弱
で
あ
る
。
母
子
家
庭
の
母
親
は
、
日
本
の
長
時
間
労
働
の

正
規
社
員
に
な
り
に
く
く
、
収
入
が
明
ら
か
に
低
い
。
国
か
ら
の
手
当
て
も
少
な
く
、
生
活
保
護
も
簡
単
に
適
用
さ
れ

な
い
。
離
婚
し
た
女
性
は
、
経
済
的
に
罰
さ
れ
て
い
る
。
放
置
は
、
元
夫
か
ら
の
、
そ
し
て
法
的

・
政
治
的

・
財
政
的

な
虐
待
と
言
え
る
。
「父
親
か
ら
の
取
り
立
て
」
と
い
う
政
策
的
選
択
肢
が
見
え
な
い
ま
ま
、
母
子
家
庭
が
国
か
ら
給

付
を
受
け
る
の
は
過
剰
な
優
遇
だ
と
い
う
バ
ッ
シ
ン
グ
も
行
わ
れ
た
。
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
む
た
め
に
改
善
さ
れ
る

べ
き
制
度
は
、
こ
こ
に
も
あ
る
。

ま

と
め

日
本
で
は
、
「母
は
偉
大
」
だ
と
称
え
な
が
ら
、
「母
親
は
、
△
△
す
る
の
が
自
然
だ
」
と
、
特
定
の
役
割
を
出
産



「
‐

す
る
女
性
に
押
し
つ
け
、
他
の
や
り
方
の
選
択
も
含
め
て
ゆ
っ
く
り
出
産
・育
児
に
臨
む
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
。
出
産
・

育
児
の
展
望
が
暗
け
れ
ば
、
妊
娠
に
前
向
き
に
な
れ
な
い
。
文
化
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
制
度

・
政
策
の
問
題
が
大
き

く
、
行
政
任
せ
に
し
な
い
で
、
立
法
が
変
革
を
進
め
る
べ
き
事
態
で
あ
る
。

今
、
妊
娠
し
て
は
困
る
と
い
う
女
性
に
と
っ
て
、
ビ
ル
な
ど
確
実
性
の
高
い
避
妊
方
法
に
ア
ク
セ
ス
し
に
ぐ
い
現
状

は
、
お
び
え
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
を
強
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ピ
ル
も
、
身
体
に
合
わ
な
い
女
性
も
あ
り
、
妊
娠
も
全

く
ゼ
ロ
で
は
な
く
、
い
わ
ば
賭
け
の
要
素
が
残
る
。
し
か
し
、
情
報
の
格
差
や
ゼ
ル
の
価
格
が
高
い
こ
と
か
ら
、
避
妊

を
コ
ン
ド
ー
ム
に
頼
り
、
男
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
避
妊
へ
の
協
力
に
頼
る
し
か
な
い
女
性
も
い
る
。
そ
れ
は
、
よ
リ
リ
ス

ク
の
大
き
い
賭
け
を
、
人
為
的
に
強
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
で
は
、
女
性
は
社
会
か
ら
大
事
に
さ
れ
て
い

る
と
は
、
感
じ
に
く
い
。

も
ち
ろ
ん
人
生
に
は
様
々
な
リ
ス
ク
が
あ
り
、
妊
娠

・
出
産
に
は
、
大
き
な
身
体
的
リ
ス
ク
が
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
子
ど
も
を
得
る
か
も
、
予
測
不
可
能
で
あ
る
。
自
分
に
仕
事
が
続
け
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
も
不

死
身
で
な
ぐ
、
彼
も
常
に
仕
事
が
あ
る
か
わ
か
ら
ず
、
カ
ッ
プ
ル
は
永
遠
に
は
続
か
な
い
。
し
か
し
、
妊
娠

・
出
産

を
、
「女
性
と
し
て
自
然
な
こ
と
」
と
放
置
す
る
の
で
な
く
、
大
き
な
リ
ス
ク
を
取
る
勇
気
に
応
え
る
制
度
を
用
意
す

る
こ
と
が
、
政
治
の
義
務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
女
性
と
い
う
集
団
は
、
個
々
に
産
む
か
ど
う
か
と
は
別
に
、
シ

ス
タ
ー
フ
ツ
ド
の
実
践
と
し
て
、
そ
う
し
た
制
度
を
整
え
る
責
任
を
負

っ
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
従
来
政
治
を
動
か
し
て

き
た
男
性
に
は
、
帰
す
べ
き
大
き
な
責
任
が
あ
る
。

「子
ど
も
を
持
つ
こ
と
が
幸
福
」
と
い
う
、
建
前
で
は
な
く
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
が
あ
っ
て
こ
そ
、
女
性
は
、
妊
娠
す
る
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か
し
な
い
か
、
性
交
す
る
か
し
な
い
か
、
「
に
こ
や
か
に
」
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
制
度

・
政
策
も
完
全

無
欠
で
は
な
く
、
た
だ
の
マ
ネ
は
正
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
多
く
の
女
性
は
、
産
ん
で
か
ら
あ
き
ら
め
、
あ

る
い
は
産
ま
な
い
で
あ
き
ら
め
て
き
た

（シ
ョ
ッ
パ

冒
８
Ｎ∪
。
し
か
し
、
ぁ
き
ら
め
や
不
平
不
満
だ
け
で
は
、
現
状

は
変
わ
ら
な
い
。
で
は
、
日
本
の
女
性
に
だ
け
、
創
造
性
が
欠
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
家
事

・
育

児
や
介
護
と
い
う
狭
い
場
所
か
ら
、
あ
る
い
は
チ
ャ
ン
ス
の
限
定
さ
れ
た
職
場
か
ら
出
る
こ
と
が
難
し
く
、
そ
こ
で
だ

け
創
造
性
を
発
揮
し
た
り
、
あ
る
い
は
創
造
性
を
す
り
切
ら
せ
た
り
し
て
き
た
の
だ
。
こ
の
状
況
は
、
変
え
る
べ
き
だ
。

政
策
を
作
り
動
か
す
と
い
，ヽ
形
で
の
集
団
的
な
創
造
性
の
発
揮
が
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。
了
不
る
の
な
ら
、
こ

れ
で
あ
る
。
「産
む
／
産
ま
な
い
」
と
い
う
決
定
を
、
自
分
た
ち
自
身
が
作
っ
た
政
策
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
行
え
る
時
、

日
本
の
女
性
は
、
は
じ
め
て
女
性
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
と
一一言
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
つゝ
。

＊
に
し
い
中
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
頂
い
た
、
三
井
記
念
病
院
産
婦
人
科
の
中
田
真
木
医
師
に
感
謝
す
る
。
ま
た
、
草
稿

の
段
階
で
口
頭
発
表
の
機
会
を
得
た
、
「北
京
Ｊ
Ａ
Ｃ
」、
日
本
ド
イ
ツ
研
究
所
、
日
仏
会
館
、
日
仏
女
性
資
料
セ
ン
タ
ー
、
「Ｊ

Ａ
Ｗ
Ｓ
」
（日
米
女
性
政
治
学
研
究
者
研
究
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
に
感
謝
す
る
。

注（１
）
祐
天
寺
冒
８
巴
、中
島
冨
８
巴

含
一〇
〇

一
―
二
〇
〇
三
年
に
、月
刊
誌
『ふ
ら
ん
す
』
に
連
載
、
一
一〇
〇
五
年
単
行
本
、
一
一〇
〇
六
年
日
本
エ
ッ



セ
イ
ス
ト

・
ク
ラ
ブ
賞
受
賞
）、
中
島

［８
８
］、
牧

［８
８
］、
横
田

［８
８
］。
他
に
、
三
カ
国
比
較
の
薗
部

［３
８
］、
東
京
に
居
た
ら

産
ま
な
か
っ
た
と
い
う
、
長
坂

［８
８
］
が
あ
る
。
長
坂
の
タ
イ
ト
ル
は
、
桜
沢
え
り
か
の
著
書

（桜
沢

［８
８
∪

へ
の
批
判
で
あ
る
。

（２
）

一
九
八
九
年
四
月
よ
り
出
産
に
も
消
費
税
が
か
か
り
、
女
性
有
権
者
は
怒
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
税
庁
と
厚
生
省
は
、
改
正
消
費
税
法
に

「助

産
に
か
か
わ
る
資
産
譲
渡
」
の
免
税
を
入
れ
た
。
国
会
審
議
で
は
、
五
万
円
の
個
室
で
ζ
出
産
の
場
合
は
非
課
税
に
な
る
と
さ
れ
た

（衆
議

院

税
制
問
題
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
、　
一
九
九
〇
年
六
月

一
五
日
）
が
、
避
妊

。
中
絶

・
生
殖
補
助
医
療
に
つ
い
て
は
、
審
議
さ

れ
な
か
っ
た
。
両
省
庁
は
、
「助
産
に
か
か
わ
る
資
産
譲
渡
」
に
、
正
常
分
娩
以
外
は
含
ま
な
い
と
決
め
て
い
た
。
改
正
消
費
税
法
は
、　
一

九
九

一
年

一
〇
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

（３
）
ノ
ー
グ
レ
ン

［８
日
］
は
、
「中
ピ
連
」
が
非
難
を
浴
び
な
が
ら
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
マ
ス
コ
ミ
に
乗
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
方
の

女
性
に
ビ
ル
と
い
う
避
妊
手
段
に
関
す
る
情
報
を
届
け
た
こ
と
に
注
目
し
た
。

（
４

）

．．口
σ
ｑ

詳
一∝
”
】ど
ヽ
①
」目

く
】Ｒ

。
Ｎ
ｏ
８

〓

ご

＼̈
＼
く
１
■
・】【σ
Ｒ

詳
一ｏ
ｐ
や
＼
８

ｏ
一①
け
①
＼
８

０
Ｆ
ω
卜
８

０
卜
・一甲
り
【一●
中①
‥い
α
一
の
口
ら
の
日
と
い
も
ヽ
８

Ｒ

いけ
①
‐甲
】‐ｏ
ｏ
ｏ
げ

以

下

、

ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
閲
覧
は
、
二
〇

一
〇
年
四
月
三
〇
日
。

（
５

）

Ｆ

ぼ

＼̈
＼
編
颯
く
無

ご
ｏ
諄
一ｏ
口
・ｍ
ｏ
賢

。ゃ
卜

一０
〓

ヽ
＼
〕甲
∽
３

一
①
，”
“
，イ
８

ｏ
・耳

口
【

（
フ

ラ

ン

ス
教

育

省

、

リ

セ

で

の
保

健

に

関

す

る

ペ

ー

ジ

）

（６
）
二
〇
〇
三
年
七
月

一
七
日
、
衆
議
院
青
少
年
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
で
の
、
山
谷
え
り
子
の
質
問
な
ど
。
小
泉
内
閣
、
安
倍
官
房
長
官

の
時
期
に
当
た
る
。
こ
の
時
期
の
男
女
共
同
参
画
二
次
計
画
は
、　
一
次
計
画
よ
り
後
退
し
た
。

（７
）
Ｆ
ぼ
＼̈＼く
颯
く
ｕヽ
一】】６
ｏ』ｏ。い
の計＼い
の■
ｔ
００Ｌ
①】ｏお
①‐ｏｏｏ∞Ｎ
・Ｕ
Ｒ

（
８

）
↓
Ｒ

Ｏ
い
”
〓

一澪
①
一●

＞
ｏ
ｏ
ｏ
ヨ
υ
記
口
Φ
ョ

①
ュ

一
８

け
３
８

８

８

ｏ
ｏ
一い
け
８

ツ
σ
３

Ｌ
∽
ρ
暉
ｏ
ｏ
σ
∽
お
嗜
一の
ュ

の
い

や
目

ｏ
ｏ
２

日

い
ミ

ｏ
“
ョ
ッ

じ

一
↑
一
け

＼̈
＼

１
■
■
』
Ｂ
Ｄ
・ｏ
龍
ヽ
日

の
０
一”
∽
ヽ
０
０
０
＼
０
０
０
ｕ
０
０
‐弓
①
【
①
Ｎ
“
く

貯
①
】一ｏ
い
も
亀
）

（９
）
「特
集
産
科
麻
酔
」
「産
婦
人
科
知
慮
』
８

（じ
、
８
８
な
ど
参
照
。

（１０
）
ω
８
５
ｏ∽Ｘ

の
サ
イ
ト
、
ウ
ィ
ミ
ン
ズ

・
パ
ー
ク

（〓
ご
一ミ
く
ｏ
日
の椰
・げ
①”
①∽∽２
お
む
じ

な
ど
。

（
ｎ

）

Ｆ
け
ご

＼̈
＼
■
■
■
・日
〓
電
ぬ
ｏ
」
υ
＼
ｒ
ｏ
ば
、
Ｏ
」
い
う
Ｏ
ｏ
＼
Ｈ
ｏ
＼
，
Ｐ
Ｏ
Ｎ
∞
‐ω
旨
嗜
巳

（・２
）
〓
ご
¨ヽ
１
■
１
日
〓
≦
電
む
＞
ｏ“
Ｑ
ｏＬ
、
ｏ８
＼８
＼働
〕＼ｇ
Ｓ
Ｏ，３
・ｕ
Ｒ

一
〇
年
前
と
比
較
す
る
と
、
母
乳
の
み
は
若
干
減
っ
て
い
て
、
混
合
は

増
え
て
い
る
。

（・３
）
の
８
性
の
検
索
で
、「完
母
」
と
コ
８
２
１

認
８
２
ま
で
の
数
字
を
入
れ
て
検
索
し
た
。　
一
九
九
〇
年
代
前
半
で
は
、
ヒ
ッ
ト
結
果
の
第

一
ペ
ー

ジ
で
も
、
母
乳
に
関
係
あ
る
サ
イ
ト
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

政治の発見● 間で育 まれる生



（
・４

）
く
。
９
【
２
・
０

０
お

お
一・
”

”
ｏ
一●
琶

・
パ
・
ｏ
器

お
ひ

ｏ
”

Ｒ
Ｌ

ｒ

『
ｏ
薄

一．〓
ｏ
〓
器

・
『
”
ｏ
計
①
匡
あ

器

∽
ｏ
ｏ
中３

ッ
一．ュ
】ュ
お
口

①
Ｒ

３
諄
①
【
い
２

鮎
“
Ｒ
）Ｌ
「
【協

ｏ
ｐ

，
あ
ρ
“
．ッ
０
「
δ
一∽
炒
一”
ヨ
雨
け①
いヽ
〓
①、
鮎
①
】．コ
〇，Ｕ
〓
”
】
‘ン
ロ
け〇
一口
①
‐ω
ｏ
ｏ】①′『ｐ
Ｏ
】巴
り
巴
『ｒ

（ｒ
諄
ｕ
ヽ
＼
■
■
■
あ
２
①
口
ｏ
の
２
【
①
ｏ
けわ
ｏ
ヨ
＼
∽
２
①
”
ｏ
①
↓‐
ｏ
び
＝
＞
】
けぉ
ぉ
Ｃ
”
ｒ
”
―
“
，
＝
ω
Ｏ
く
【
バ
ふ
∽
Ｚ
Ｏ
”
口
”
‐
卜
”
―
“
∽
①
【
＝
Ｐ
Ｏ
”
‐
ｏ
Ｏ
く
の
ヽ
∪
”

付①
＝
〇
ヽ
マ
）Ｎ
『
ω
〓
ヽ
Ｎ
『
い
Ｏ
ｏ
∞
い
ざ
【
聾
Ｏ
ｏ
＝
Ｆ
い
い―
沖
づ
け
＝
Ｆ
中ｍ
Ｆ
”
‐
〇
『
中ｍ
＝
∽
①
”
【
ｏ
Ｆ
”
‐
∽
〇
『
↑＝
ａ
”
―
ヽ
ｏ
ｏ
”
●
Ｏ
ｒ
Ｏ
『
＝
”
く
一①
ョ
＝ヽ
ｏ
”
一‐
∽
①
”
【
Ｏ
Ｆ
∽
一『
Ｈ
９

＝
Ｐ
ω
ω
∞
０
０
Ｈ
ｏ
Ｏ
Φ
”
一―
【
①
【
“
口
〇
喘
一ｍ
【口
＝
ｍ
ｏ
ｏ
ｍ
一の
”
一―
”
ｏ
ｏ
け＝
〇
〇
〇
〇
〇
い
ｏ
Ｎ
Ｎ
Ｆ
”
一―
く
①
『
∽
一ｏ
口
＝
Ｆ
”
一ｌ
ｇ
ヽ
り
、
①
『
∽
一〇
”
＝
〇
”
）―
ば
∽
①
『
一０
＝
Ｐ
Ｏ
”
ヨ
ｐ
Ｏ
ぃ
＝
①
『

ＮＯい０卜００卜ヽ
Ｒ
ｏお
０∞『び
ｏ”σ
①Ｒ
９８
００ぴ
）

（・５
）
男
性
の
た
め
に
、
仮
想
例
を
あ
げ
る
。
「精
液
を
女
性
に
与
え
る
こ
と
が
、
女
性
の
健
康
を
向
上
さ
せ
男
女
の
関
係
の
発
展
に
不
可
欠
な
の

で
、
結
婚
当
初

一
年
間
は
毎
日
二
回
ず
つ
性
交
を
す
る
べ
き
」
と
ぃ
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
あ
る
と
す
る

（妊
娠
は
考
え
な
い
）。
努
力
な
し
か
、

わ
ず
か
な
努
力
で
こ
な
せ
る
男
性
は
ょ
い
が
、
一
日
一
回
し
か
無
理
と
か
毎
日
は
無
理
と
か
の
男
性
は
、
「男
性
と
し
て
至
ら
な
い
」
と
思
う
。

数
日
に
一
回
と
い
う
男
性
は
肩
身
が
狭
い
。
仕
事
中
も
気
に
な
る
。
「必
ず
二
回
で
き
る
」
と
い
ぅ
サ
プ
リ
メ
ン
ト
や
お
守
り
に
、
科
学
的

根
拠
が
な
く
て
も
、
す
が
る
。
家
族
や
知
り
合
い
は
、
女
性
の
顔
色
が
良
く
な
い
と
、
「夫
は
が
ん
ば
っ
て
い
な
い
の
か
」
と
、
挨
拶
代
わ

り
に
声
を
か
け
る
…
と
い
う
事
態
に
近
い
。
妻
は
、
「他
人
が
何
と
言
お
う
と
、
私
は
大
文
夫
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い

（逆
に
責
め
る
か

も
し
れ
な
い
）。
し
か
し
、
乳
児
は
言
語
な
し
に
不
快
な
時
に
不
快
さ
を
表
現
す
る
だ
け
で
ぁ
り
、
そ
れ
を

「母
と
し
て
至
ら
な
い
と
叱
っ

て
い
る
」
と
、
過
剰
な
読
み
込
み
を
す
る
母
親
も
多
い
。

日
本
の
理
学
療
法
士
の
課
程
で
、
産
科
領
域
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

注
１３
の
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等

・
児
童
家
庭
局
総
務
課
に
よ
る
日
本
の
調
査
で
は
、
母
乳
育
児
に
関
す
る
指
導
を
受
け
る
機
会
が

「産
前
に

な
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
者
が
七

一
四
％
、
「産
後
に
な
か
っ
た
」
と
回
答
し
た
者
が
六

。
九
％
。
重
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
判
然
と

し
な
い
。

‐

・―
，
ヽ
ヽ
Ｆ
＞
こ
舌
１

ゝ
力

Ｐ
ｌ

，、
り
０
、
生
き
裂
Ｌ
険
査
に

一
万
円
近
く
か
か
る
。
受
診
し
や
す
く
改
善
す

（‐８
）
日
相
ぃ
医
療
保
険
で
は
、
症
状
の
な
い
一
の
検
査
に
も
効
か
な
い
の
で
、
性
感
染
症
検
査
に
一

る
喫
緊
の
必
要
が
あ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
の
み
無
料
で
あ
る
。

絨
毛
検
査
は
、
件
数
が
多
く
な
く
、
言
及
し
な
い
。

日
本
で
は
、　
一
九
七
四
年
の
優
生
保
護
法

「改
正
」
過
程
の
中
で
、
原
案
に
あ
っ
た
胎
児
条
項
を
落
と
す
修
正
案
が
衆
議
院
で
成
立
し
た
が

参
議
院
で
は
審
議
未
了
廃
案
と
な
っ
た
。
以
後
は
立
法
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
ど
な
っ
て
い
な
い
。

鼻
夕
議
盟
旺
象
Ｌ
Ｈ
Ｅ
霧
轟
醇
ヰ
Ｃ
ｒ
議
嶼
鐘
で
と

，
句

′
‥
ス

　

用
」
［
「
岬
【
市
酬
】
一
ど
，
事
お

二
〓

∽
①
目
日
ヽ
『
＼
ｏ
Ｏ
い
け
①
市
計
＼
働
Ｑ
ξ
口
】ｏ
”
錫
＼
０
０
卜
〇
＼
『
卜
、
Ｎ
Ｏ
＼
く
①
【
∽
一〇
，
＼
Ｆ
ゝ
卍
①
＼
ａ

ｔ
」
『
ｒｍ

（
２‐

）

Ｈ
口
∽
①
】
口

・
．じ
す

鴨
〕
ｏ
∽
Ｌ
ｏ

ｕ
『
①
コ
誅

』
¨
り
ヽ
”
Ｌ
Ｏ

20 19 17 16



口
‐〓
。３
のヽ
日
に

‐ｏ
ＨＰＬ
８
Ｐ
Ξ
・ｕ
Ｒ

山
本

［器
Ｑ
］
を
参
照
し
た
が
、
数
字
の
一
部
を
訂
正
し
た
。

（
”

）

”
ｏ
日

“摯

『
”
ｌ

①
卜

Ｖ

ｅ

２

げ

ュ
く
①
〓

計

８

目

繁

照

買

お

日

①、
８
８

お

鮮

Ｆ

ｕ
ｏ
降

す

】
計

∽
日

い
計

諄

あ

『
８

り
①
鮮
８

諄

８

口
ｏ
”

げ

８

圏

①
口
針
①
ヨ

①
詳

鮎
①
∽
Ｕ
”
出
①
口
一
①
∽

鮎
”
目
∽
】①

Ｏ
”
鮎
『
①

鮎
暉

鮎
い
υ
』∽
け
”
ｍ
①

鮎
①

一”

（り
『
一∽
〇
日
ｐ
いの

Ｎ
Ｐ

っ
ｒ

Ｆ
諄
「
＼
ゝ
口
沖
己
ｏ
ｏ
・】い
∽
①
『」Ｐ
貯
ゝ
コ
∽
①
『目
ヽ
①
付コ
【ρ
暉
①
・コ
∽ｈ＼
く
ぉ
趣
５
』
Ｕ
ｏ
ｏ
“
日
ｒｏ
口
一の”
く
Ｃ
Ｚ
Ｈ∪
＼
ω
∞
い
∪
＞
・ｏ
『
ｏ
＞
い
∪
Φ
『
卜
”
ｏ
Ｏ
ＦＮ
い
ヽ
い
０
ヽ
〇
〇
Ｎ
Ｕ
ト
ン
Ｏ
ｏ
＼

∽
『
一ド
＼
↓
Ｆ
Ｓ
Ｏ
ω
Ｓ
＞
∞
∽
①
＋
”
＋
”
”
く
『①
＋
Ｎ
Ｏ
Ｏ
ヽ
も
２
［・
フ
Ｆい
∞

（２３
）
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
す
べ
て
の
避
妊
手
段
と
同
様
、
出
生
前
検
査
に
つ
い
て
も
、
費
用
負
担
の
な
い
ア
タ
セ
ス
を
推
奨
し
て
い
る
。

（２４
）
海
外
で
は
、
子
宮
国
の
拡
張
と
吸
引
と
い
う
手
法
が
多
い
。
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
、
陣
痛
誘
発
法
よ
り
も
優
先
す
べ
き
と
推
奨
し
て
い
る
。

（２５
）
妊
娠
四
カ
月
以
降
な
ら
死
産
届
と
埋
葬
許
可
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
医
療
保
険
に
申
請
す
れ
ば
出
産
手
当
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（２６
）
多
く
の
出
生
前
診
断
に
関
わ
る
文
献
で
、
超
音
波
診
断
は

「侵
襲
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（２７
）
参
照
、
「胎
児
の
エ
コ
ー
　
染
色
体
の
状
態
も
推
測
可
能
　
同
意
得
る
医
師
は
半
数
　
学
会
調
査
」
朝
日
新
聞
二
〇

一
〇
年
七
月
九
日
朝
刊
。

（２８
）
い
わ
ゆ
る

「遺
伝
病
」
だ
け
で
な
く
、
先
天
的
な
病
気
や
障
害
を
広
く
扱
う
。

（
２９
）
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
八
年
の
海
外
か
ら
の
養
子
は
三
二
六
六
人
。
日
本
で
は
、
約
五
〇
〇
人
を
受
け
入
れ
て
い

Ｚυ
。　
Ｆ
璧Ｆ
】＼＼ダコミ
ζ「・一①訥
ｍ
”いｏＬ『＼
”０”Ｃ
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Ｏ①＼ＮＯＯＯ＼Ｏ
Ｈ＼
ＰＯ＼Ｏ
ＦＯ
日０，ＮＯ０
〇〇
ＰｒＯゝ
Ｌ
α
弓
『
ＨＯ
Ｏｏωいｏ一
①∽‐”無
ＯＵ
計一〇口
∽‐”，一‐①け【””
ｍ
①喘‐ｏい
一‐

”ｃ
ｍ
目
〕①”
付①‥の目
・‥Ｕ
Ｆ
り
、
ｒ
璧Ｆ
ｘ＼＼”口〕①び
一〇」り
＼一の，
Ｎの■〇澪
〇＼①”
け【て
‐ドＯ
ＨＯさ０∞
】Ｏ〇〇・Ｆ
ゴＢ
み　
　
　
　
　
、

（３０
）
こ
の
一
五
年
で
、
養
子
を
迎
え
た
い
人
は
倍
増
し
た
。
年
間
約

一
万
人
が
希
望
し
て
い
る
。
九
〇
％
は
、
三
〇
歳
か
ら
四
九
歳
ま
で
の
子

ど
も
の
い
な
い
カ
ツ
プ
ル
で
、
他
に
子
ど
も
の
い
る
カ
ッ
プ
ル
、
単
身
者
も
希
望
し
て
い
る
。
Ｆ
ご
ミ̈
く
く
≦
”Ｑ
ｏｕ
由
ｏ”
。電
“
く
い
＼ｏ
Ｆ
一守
①９

２
ｏ∽・耳
口
一
コ
５
８
Ｑ
お
よ
び
耳
ご
一ミ
〓
く
誓
注
８
け一ｏｐ
電
ｇ
く
。守
＼ｏ
Ｆ
一守
①∽Ｌ
①∽。耳
ヨ
】
（フ
ラ
ン
ス
政
府
の
公
式
養
子
サ
イ
ト
）。
こ
の
サ
イ

ト
に
、
国
内
養
子
に
つ
い
て
は
県
庁
に
、
海
外
養
子
に
つ
い
て
は
外
務
省
に
質
問
で
き
る
フ
ォ
ー
ム
が
あ
る
。

（
３‐
）
Ｆ
ご

＼̈
＼
１
■
〓
・ｏ
，
ユ
∽
計一営

針
①
一の
彎

”
リ
ド
・ｏ
ｏ
口
＼
い８
匡
①
『
Ｏ
Ｎ
ｏ
奎
ヨ
ニ

（３２
）
国
内
で
、
産
科
婦
人
科
学
会
の
会
告
に
反
し
て
実
母
が
代
理
出
産
し
た
ケ
ー
ス
で
、
特
別
養
子
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
参
照
、
根
津

・
沢
見

［ＮＯＯΦ］。

（３３
）
親
子
三
代
は
ひ
と
つ
の
戸
籍
に
掲
載
し
な
い
の
で
、
戸
籍
実
務
上
自
動
的
に
産
婦
の
親
の
戸
籍
か
ら
離
れ
、
産
ん
だ
女
性
と
子
ど
も
の
戸
籍

が
作
ら
れ
る
。
女
性
は
、
多
く
の
場
合
便
法
と
し
て
転
籍
を
行
い
、
出
産
の
記
載
の
な
い
戸
籍
に
し
て
い
る
。



文
献
リ
ス
ト

［和
文
文
献
］

耐暉
￥
称
酢
中瑞轟
駆
響
統
謹クンュアリテー
東北大学基

上
村
貞
美
　
Ｈ出
∞

「
フ
ラ
ン
ス
の
妊
娠
中
絶
法
」
『香
川
法
学
』
八
巻

一
号
。

大
葉
ナ
ナ
コ
　
Ｎｏ
８
　
『え
ら
ぶ
お
産
』
河
出
書
房
新
社
。

奥
田
安
弘
　
Ｎ８
卜

『国
籍
法
と
国
際
親
子
法
』
有
斐
閣
。

柿
本
佳
美
　
８
Ｑ
　
「人
工
妊
娠
中
絶
に
見
る
身
体
の
自
由
と
は
何
カ
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
な
人
工
妊
娠
中
絶
合
法
化
と
選
択
的
中
絶
を
て
が
か

り
に
」
『倫
理
学
年
報
』
第
五
六
集
。

柿
本
佳
美
　
Ｎ８
∞

「
『子
ど
も
へ
の
権
利
』
は

『子
ど
も
の
権
利
』
に
優

‐越
す
る
か
―
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「自
分
の
ル
「
ツ
を
知
る
権
利
」
『医

療

・
生
命
と
倫
理

・
社
会
』
（大
阪
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科

。
医
の
倫
理
学
教
室
）
第
七
号
。

玄
田
有
史
／
斎
藤
珠
里
　
Ｎ８
『

『仕
事
と
セ
ッ
ク
ス
の
間
』
朝
日
新
書
。

酒
井
順
子
　
Ｎ８
ｏ

『少
子
』
講
談
社
。

脚
”ヵ兆
ω一そ出『疇神赫肺琳
］鮮
褪
褥
躍
輔だ
囀
曇
孫
昇
さ
卜
当

Ｌ

・
シ
ョ
ッ
パ
　
８
Ｑ
　
『「最
後
の
社
会
主
義
国
」
自
本
の
苦
闘
』
野
市

『
ざ

魯

濾

ミ

お
ミ

ヽ

ミ

醤

。■

ザ

ご
毯

ミ

で

い
ゃ
ヽ
ゃ

ミ

６
濠

いいЪ

ｏ
喘
い
陛

ｃ
い
訂

≧

け
て

聟

①
β

８

ｏ
３

。

薗
部
容
子
　
Ｎ８
い

『子
供
の
生
き
る
国
―
―
産
ん
で
育
て
て
ニ
ッ
ポ
ン
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
』
新
風
社
。

高
倉
正
樹
　
８
８
　
『赤
ち
ゃ
ん
の
値
段
』
講
談
社
。

田
辺
（西
野
）
け
い
子
　
８
８
　
「
〈出
産
の
痛
み
）
に
付
与
さ
れ
る
文
化
的
意
味
づ
け
―
―
『自
然
出
産
』
を
選
考
ｔ
た
人
々
の
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」

『日
本
保
健
医
療
行
動
学
会
年
報
』
二
一
巻
。

三
井
真
理
子
　
Ｎ８
∞

「出
生
前
診
断
と
心
理
社
会
的
支
援
」
丸
山
英
二
編

『出
生
前
診
断
の
法
律
問
題
』
尚
学
社
。



塚
本
康
子
　
Ｎ８
ｏ

『医
療
の
な
か
の
意
思
決
定
！
出
生
前
診
断
「
―
羊
水
検
査
を
う
け
る
妊
婦
た
ち
』
こ
ぅ
ち
書
房
。

柘
植
あ
づ
み
。
菅
野
摂
子

・
石
黒
員
里
　
Ｎ８
Φ

『妊
娠
―
―
あ
な
た
の
妊
娠
と
出
生
前
検
査
の
経
験
を
お
し
ぇ
て
く
だ
さ
ぃ
』
洛
北
出
版
。

長
坂
道
子
　
Ｎｏ８
　
『世
界

一
ぜ
い
た
く
な
子
育
て
１
１
欲
張
り
世
代
の
各
国

「母
親
」
事
情
』
光
文
社
新
書
。

中
島
さ
お
り
　
Ｎ８
∞

『パ
リ
の
女
は
産
ん
で
い
る
―
―

〈恋
愛
大
国
〉
フ
ラ
ン
ス
に
子
供
が
増
え
た
理
由
』
ポ
プ
ラ
文
庫
。

申
島
さ
お
り
　
Ｎ８
ｏ

『な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
で
は
子
ど
も
が
増
え
る
の
か
―
―
フ
ラ
ン
ス
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
ィ
ル
』
講
談
社
新
書
。

西
希
代
子
　
Ｎ８
Ｐ

「母
子
関
係
成
立
に
関
す
る
一
考
察
―
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
匿
名
出
産
を
手
が
か
り
に
し
て
」
「本
郷
法
政
紀
要
』

一
〇
巻
。

根
津
八
紘

・
沢
見
涼
子
　
Ｎ８
０

『母
と
娘
の
代
理
出
産
』
は
る
書
房
。

；
タ
ン
Ｎｌ
増
芸
曇
ょ
彙
，
テ
；
仄
鍾
羮
押
贔

跡
調

Ｚ
Ｒ

唄

①
Ｆ

ゝ
ざ

ヽ
ミ
い
ヽ

ざ
い
ヽ
Ｑ
ο
ミ

ヽ
Ｒ

Ｓ

ミ
ο
ミ

『
ざ

「
も
ミヽ

３

ヽ

詢
Ｓ

Ｓ

ヽ
ミ
６
ミ
ο
ミ

ミ

ヽ
も
∽
き

ヽ
、
ヽ

服
部
篤
美
　
Ｎ８
∞

「
『望
ま
な
い
障
害
児
出
産
訴
訟
』
を
め
ぐ
る
議
論
」
丸
山
英
二
編

『出
生
前
診
断
の
法
律
問
題
』
尚
学
社
。

舟
越
健
之
輔
　
Ｎ８
卜

『そ
し
て
赤
ち
ゃ
ん
は
花
嫁
に
な
っ
た
―
―
海
を
渡
っ
た
国
際
養
子
の
子
供
た
ち
』
ポ
プ
ラ
社
。

本
田
ま
り
　
８
８
”

「
フ
ラ
ン
ス
」
丸
山
英
二
編

『出
生
前
診
断
の
法
律
問
題
』
尚
学
社
。

本
田
ま
り
　
Ｎ８
∞σ

「
『反
ペ
リ
ュ
シ
ュ
法
』
そ
の
後
―
―
欧
州
人
権
裁
判
所
と
の
関
連
で
」
『上
智
法
学
論
集
』
五
一
巻
三

・
四
号
。

牧
陽
子
　
Ｎ８
∞

『産
め
る
国
フ
ラ
ン
ス
の
子
育
て
事
情
―
―
出
生
率
は
な
ぜ
高
い
』
明
石
書
店
。

三
砂
ち
づ
る
　
ＮｏＲ
　
『ォ
ニ
バ
バ
化
す
る
女
た
ち
―
―
女
性
の
身
体
性
を
取
り
戻
す
』
光
文
社
新
書
。

三
砂
ち
づ
る
　
Ｎ８
∞

『昔
の
女
性
は
で
き
て
い
た
―
―
忘
れ
ら
れ
て
い
る
女
性
の
身
体
に

「在
る
」
力
』
宝
島
社
文
庫
。

三
砂
ち
づ
る
　
８
８
　
『赤
ち
ゃ
ん
に
お
む
つ
は
い
ら
な
い
』
勁
草
書
房
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

山
中
美
智
子
　
Ｎ８
ｏ

『赤
ち
ゃ
ん
に
先
天
異
常
が
見
つ
か
っ
た
女
性
へ
の
看
護
』
メ
デ
ィ
ヵ
出

醐
ピ

よ
る
Ｉ
Ｖ
Ｇ
の
危
機
―
―
ペ
リ
ュ
シ
ュ
判
決

山
本
由
美
子
　
Ｎ８
ヽ

「研
究
ノ
ー
ト
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
出
生
前
診
断
の
現
状
と
胎
児
理
二

そ
の
後
」
『生
命
倫
理
』
く
鉾
葛

（じ
。

祐
天
寺
り
え
　
Ｎ８
Ｎ

『
フ
ラ
ン
ス
だ
っ
た
ら
産
め
る
と
思
っ
た
』
原
書
房
。

湯
沢
薙
彦
編
　
８
Ｑ
　
『要
保
護
児
童
養
子
斡
旋
の
国
際
比
較
』
日
本
加
除
出
版
。

横
田
増
生
　
Ｎ８
ｏ

『フ
ラ
ン
ス
の
子
育
て
が
、
日
本
よ
り
も
１０
倍
楽
な
理
由
』
洋
泉
社
。

吉
田
一
史
美
　
Ｎ８
ｏ

「特
別
養
子
制
度
の
成
立
過
程
」
『立
命
館
人
潤
科
学
研
究
』
Ｚ
９
８
。
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米
倉
明
　
Ｐ８
ｏ

『特
別
養
子
制
度
の
研
究
』
新
青
出
版
。
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語
文
献
］

〕①”
∽〇●
・〕”
ｐ
①
“Ｌ
ｒ働
】く
一”『一のけけ①
∽
一口
①
”Ｃ
　
Ｐ００
０
　
い
さ
一ヽい袋
ミ
ハヽ
ミ
ヽ
ヽヽ
ヽヽ
∽
ゝ
Ｎ
ＮＳ
ｓＳ
ン
∽ヽ・・
ミ
ミ
ヽヽ
ミ
ヽ
ヽヽ
‐ヽ
ο
ミ
∽
』へ
きヽ
ｏ
Ｓ
ヽ
「
『①∽∽①∽
Ｏ
①
∽〇一のい
の①
り
〇
・

パ
ｏ
Ｆ
雄
ｐ

り
い
ｐ
ｏ
〓
　
Ｎ
ｏ
ｏ
卜
　
Ｒ
↓
，
①

＞
ｐ
ｏ
い
く
日
ｏ
α
∽
ω
一『
［ド

∽
く
∽
絆
①
口

一い

「
烹
５
ｏ
ｏ
．ｒ
＞
Ｑ
“
ヨ
一
↓
∽
ｃ
ｍ
①
Ｒ
ュ

く
“
Ｆ
”
Ｌ

∽
①
ヨ
び
”
①
一

〓
ヽ
ヽ
き

ヽヽ
お
ヽヽ
武

一
ミ
ヽ
ミ
６
ヽ

ヽ
お
ヽ
』ヽ
ミ
６ヽき
ヽ
ゝ
ざ
ミ

諄
ヽ
「
ｓヽ
も
Ｂ
ミ
ヾヽ

ミ
「
Ｑ
ｓｓ
ヽ
もヽ

き

、
ヽ
「
お
い‐職
ヾ
§
ヽ
お
Ｑ
ｓＮ
ο
ミ
ｏ
ヽ
ミヽ
ミ
ヽ
ｎ
ミ

『
‐の
同
Ｚ
∽
『
“
匡
一の
詳
一〇口
∽
①キ一①
∽
Ｎ

Ｏ
ｏＦ
Ｈ
５
日
ヾ
ｓ
Ｃ
目
一く
①
【ａ
ご
戸




